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3第3部 第1章

第1節 快適な生活を支える都市基盤の整備
① 計画的な土地利用
② 市街地及び集落の整備

第2節 都市的活動を支える道路・交通の整備
① 道路網の整備
② 公共交通機関の整備

第3節 豊かなくらしを支える生活基盤の整備
① 上下水道の整備
② 住宅地の供給
③ 定住の促進

第4節 自然と共生する生活環境の整備
① 公園・緑地の活用
② 自然保護対策
③ ごみ・し尿処理対策とリサイクルの推進
④ 環境の保全と美化

第5節 くらしを守る安全と安心の確保
① 防災・減災対策の推進
② 消防対策の推進
③ 交通安全対策の推進
④ 防犯対策の推進
⑤ 消費対策の充実
⑥ 空き家対策の推進

HASHIKAMI 21-PLAN

快適で安心してくらせるまちづくり
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第１節

現況と課題

基本計画

施策の展開

1-1-①

快適な生活を支える都市基盤の整備

　町土面積の約 15.7％を占める農用地のほか、商業用地や工業用地、公共施設用地等の市街地区域の土地利用
については、環境保全に配慮した計画的かつ適切な開発へと誘導を図っていく必要があります。
　また、三陸復興国立公園に指定された階上岳や階上海岸等の公園、森林等の緑地区域については、環境保護
や景観保全に努めつつ、防災力の向上を図りながら周辺地域と調和のとれた土地利用へと誘導していく必要が
あります。加えて、道路、上下水道など社会資本発生と投下の経費という観点からも、景観条例や景観計画に
基づく総合的街並みの整備が急務となっています。
　そのためには、国土利用計画、都市計画、景観計画、農業振興地域整備計画など土地利用にかかわる他の計
画との整合性を図りつつ、計画的な土地利用を推進する必要があります。

　三陸復興国立公園に指定された階上岳や階上海岸に限らず、本町の貴重な財産である豊かな自然環境や生態
系の保全・活用、農林地の保全・整備を促進し、防災の向上を図りながら、快適で潤いのある町土形成の整備
に向けて、機能的かつ効率的な土地利用を図ります。

総合的な土地利用の推進
自然環境の保全 ・ 活用

利用区分別土地利用の推進
新たな土地利用の推進

計画的な土地利用

計画的な土地利用

  (1) 総合的な土地利用の推進

　国土利用計画に基づく土地利用により、市街地区域等の都市的土地利用や農地、森林等の自然的土地利用、
効率的な社会資本の投下の観点からそれぞれの整合を図り、総合的な町土の保全と有効利用に努めます。

  (2) 自然環境の保全 ・ 活用

　町民にゆとりや潤いを与える森林や河川・沿岸等の自然環境の保全に配慮しながら、町民をはじめとする多
くの人々の余暇活動、交流の場としての活用を図ります。
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  (3) 利用区分別土地利用の推進

① 農用地

　農用地については、農業者の高齢化、担い手不足などに対応するため、経営規模拡大を望む農家への集積を
促進し、農地の流動化と有効活用を図ります。
　また、宅地需要や生活基盤整備への対応、住宅地周辺の農用地は、他への転換・活用等有効利用の促進に努
めます。

② 森林

　森林については、木材生産機能、町土保全機能、水資源かん養機能、保健休養機能等の管理・整備を計画的
に推進します。
　さらに、近年、自然とのふれあいに対する志向が高まりつつあるため、自然災害の防止と自然保護、森林の
持つ公益的機能の維持に配慮しながら、トレイルや森林浴のための整備を図るなど、森林に対する理解を深め
るための場、レクリエーションの場、保健休養の場としての保全に努めます。また、国立公園の指定を受けた
ことで、「管理計画」を推進させながら、森林保全に努めます。

③ 住宅用地

　本町の人口は平成 16 年をピークに減少傾向にありますが、世帯数は増加傾向を示しています。今後も居住
環境の形成を推進し、良質な住宅地の供給や生活関連施設の整備を計画的に進めながら、必要な用地の確保を
図るとともに、公園や広場等のオープンスペースの確保など、防災性の向上やゆとりのある快適な居住環境の
整備と拡充に努めます。
　事務所・店舗用地をはじめ商業業務や工業系用地に関するその他の宅地については、商工業の活性化及び良
好な環境形成に配慮しながら、商工業業務系施設用地の需要に対応した必要な用地の確保に努めます。

④ 公用公共用地

　公園緑地、文教施設、医療福祉施設、交通施設等の公用公共用施設用地については、町民生活の根幹を成す
ものであり、町民のニーズも多様化していることから、環境の保全や安全性、利便性、快適性の向上及び調和
のとれた環境づくりに配慮し、必要な用地の確保を図ります。

⑤ 河川 ・ 海浜等

　河川 ･ 海浜等の水辺は町民生活に潤いをもたらす快適環境づくりの重要な役割を担うことから、河川 ･ 海浜
緑地の充実を図るなど、水辺の自然とのふれあいや親水活動の場として、空間の有効利用に供するよう努めます。

  (4) 新たな土地利用の推進

　八戸・久慈自動車道八戸南環状道路、八戸南道路が八戸ＪＣＴに接続され、暫定的に階上ＩＣが完成しました。
階上ＩＣ以南の整備が進められており、その完成時には、周辺の整備を進め、町の玄関口としての機能を持た
せる必要があります。そのため、県道を含めた交差点改良を図り、利便性の向上を目指すとともに、企業誘致
の推進に努めます。
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主要事業

・ 第４次階上町国土利用計画の推進

・ 八戸 ・ 久慈自動車道洋野階上道路の整備推進

・ 八戸 ・ 久慈自動車道階上ＩＣ周辺の土地利用の促進
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現況と課題

基本計画

施策の展開

1-1-② 市街地及び集落の整備

　本町は、25 の基礎集落と田代小学校区を含む 7 の小学校区及び 19 の行政区により、生活圏の構成やコミュ
ニティ活動をしています。
　市街地は国道 45 号沿いとＪＲ八戸線沿いに集中しています。中でも蒼前地区や耳ケ吠地区の国道 45 号沿い
を中心に市街地が形成されていますが、交通機能の発達と生活様式の変化に伴い、町民の商業活動も広域化が
進んでいます。
　今後は、町内商業の振興とともに消費のすみ分けができるように対策を検討し、地域の活性化と整備に向け
た計画を図る必要があります

　機能的で快適なまちづくりを進めるため、農業振興基盤整備による営農集落地等の整備を計画的に進めると
ともに、商業振興のための街並みの整備等の推進による中心市街地の整備を図り、適正な市街化の促進に努め
ます。

市街地及び集落の整備
都市機能の段階的 ・ 計画的な整備

宅地の計画的整備

主要事業

・ 階上町都市計画マスタープランに基づく計画的な市街地整備

・ 良好な景観形成の推進

・ 優良宅地化への計画的な誘導

  (1) 都市機能の段階的、 計画的な整備

　街並みや景観の保全・整備・誘導を進めるとともに、生活産業活動を支える道路、下水道等の都市整備を段階的・
計画的に図っていきます。

  (2) 宅地の計画的整備

　営農集落地等の土地利用の安定化と市街地での良好な宅地の計画的整備の促進を図るとともに、優良宅地化
への計画的な誘導を図ります。
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第２節

現況と課題

1-2-① 道路網の整備

都市的活動を支える道路 ・ 交通の整備

　本町の道路網は、国道 45 号、主要地方道 3 路線、一般県道 1 路線と町内を縦横に結ぶ 303 路線の町道から
なっています

　国道 45 号は宮城県仙台市を起点とし、本町内の区間延長は 10.4 ｋｍで、本町の産業経済、通勤・
通学等日々の生活に重要な役割を果たしています。また、平成 26 年 3 月に高規格幹線道路として、八戸・
久慈自動車道の八戸南環状道路が全線開通し、階上ＩＣから八戸ＪＣＴまで接続され、渋滞緩和、地
域振興など、町の発展が期待されます。

　主要地方道は、八戸・大野線、名川・階上線、八戸・階上線の 3 路線、一般県道は、鳥屋部・十日
市線の 1 路線で、町内の幹線道路として主要な役割を果たしています。
　今後は、交通安全対策として、拡幅改良や交通安全施設の設置、歩車道区分や段差解消等の整備を
進める必要があります。

　地域住民の生活道路としての重要な役割を担っている町道は、一級町道 11 路線、二級町道 24 路線、
その他の町道 268 路線の計 303 路線が町内を縦横に走っています。しかし、未整備路線が多数あるた
め、今後は要望等を踏まえ順次整備していく必要があります。

基本計画
　本町の社会・経済の諸活動を支える幹線道路の整備とともに、これらと連携した生活道路の整備を促進します。
また、安全性、快適性等、道路に求められる多様な機能に配慮し、道路環境の向上等に努めるとともに、バリ
アフリー化など人に優しい道づくりを進めます。

高規格幹線道路の整備
主要幹線道路の整備

快適で利便な生活道路の整備

道路網の整備

道路

国道 2 14,715 14,715 0
県道 4 29,157 29,157 0
小計 6 43,872 43,872 0
一級町道 11 36,907 34,477 2,430
二級町道 24 54,594 43,986 10,608
その他の町道 268 166,262 97,772 68,490
小計 303 257,763 176,235 81,528
合計 309 301,635 220,107 81,528

区分　　　　路線数
 

実延長 路線別内訳 
  （m） 舗装 （m） 砂利 （m） 
 

注）平成26年3月31日現在

(1)

(2)

(3)
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施策の展開

　広域経済圏を形成し、広域的交流を促進するため、八戸・久慈自動車道洋野階上道路の整備を推進します。

　町内の円滑な交通流道を確保するために、国道 45 号の 4 車線化や歩道施設の整備に努めます。また、八戸・
階上線など主要幹線道路の拡幅改良整備や交通安全対策として歩道整備等を進めます。

　生活道路である町道については、居住者の生活利便と交通安全を確保するため、優先順位を決め、既存道路
の改善・整備を図ります。また、大雨時の冠水常襲地帯については、側溝や調整池等の整備により、その解消
に努めます。

・ 八戸 ・ 久慈自動車道洋野階上道路の整備推進

・ 国道 45 号の 4 車線化と歩道整備の推進

・ 八戸 ・ 階上線の拡幅改良、 交差点改良事業

・ 八戸 ・ 大野線と名川 ・ 階上線の歩道整備

・ 町道の整備

(1) 高規格幹線道路の整備

(2) 主要幹線道路の整備

(3) 快適で利便な生活道路の整備

主要事業
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現況と課題

基本計画

施策の展開

1-2-② 公共交通機関の整備

　本町の海岸線を八戸駅を起点に八戸・久慈間を結ぶＪＲ八戸線が通っています。町内線路延長は約 5km で、
本町には階上駅と大蛇駅の 2 つの無人駅があり、通勤、通学等の交通機関として大きな役割を果たしています。
階上駅については、三陸復興国立公園階上岳・階上海岸の玄関口として新たに整備されました。
　路線バスについては、民営バスが乗り入れ、西部・中央地域を中心に 5 路線 12 系統を運行し、鉄道と同様
に住民生活に欠かすことのできない役割を果たしています。
　しかし、少子化の影響や自家用車の普及などにより、鉄道や路線バスの利用客は年々減少しています。また、
それに伴い便数も減少しており、利便性は年々低下しています。平成 21 年度からは町民の新たな交通手段と
して町内を巡回するコミュニティバスを運行していますが、今後は、鉄道、路線バスも含めた総合的な公共交
通の利便性を高めるための検討が必要です。

　利用客数が年々減少傾向を示し、公共交通を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあります。しかし、鉄道及
び路線バスは、町民の交通手段として欠かせない機関であるため、関係機関と連携し公共交通の更なる利用促
進を図るとともに、効率的・効果的な公共交通体系を目指します。

① 農用地

　ＪＲ八戸線については、利用しやすい時刻の設定、効率的・効果的な運行を鉄道事業者に要望するとともに、
積極的な鉄道情報の発信等により利用の促進を図ります。

② 路線バス

　民営バスについては、通勤・通学等バス利用客の利便性を高めるため、バス事業者に効率的・効果的な運行
を要望するとともに、生活路線バス運行の維持・確保を支援します。また、積極的な路線バス情報の発信等に
より利用の促進を図ります。

③ コミュニティバス

　コミュニティバスについては、鉄道や路線バスとの接続を考慮するとともに、町で運行しているコミュニテ
ィバスやスクールバス、福祉バス等の公共交通施策に係る調査・検証を行い、効率的・効果的かつ町民が利用
しやすい運行とするよう努めます。

公共交通機関の整備　 公共交通の充実

(1) 公共交通の充実
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④ 新たな公共交通施策の検討

　公共交通の利用を促進するため、利用者のニーズを的確に把握し、新たな公共交通施策について検討
します。

・ バス路線維持対策費補助金

・ コミュニティバスの運行

・ 公共交通機関の利用促進

・ 総合的な公共交通の検討

主要事業



67第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

第
１
章 

　 

快
適
で
安
心
し
て
く
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
第３節

現況と課題

基本方針

施策の展開

1-３-① 上下水道の整備

豊かなくらしを支える生活基盤の整備

　

　生活用水においては、八戸圏域水道企業団により安定供給が図られています。今後も上水道事業の健全化の
ために保安・点検・管理面での強化を図っていく必要があります。

　

　生活雑排水等の汚水処理については、公共下水道事業、大蛇地区漁業集落排水事業、合併処理浄化槽設置事
業により推進しています。公共下水道は、平成 21 年度に一部供用開始し、平成 25 年度までとしていた事業
の認可期間を平成 32 年度まで延長し、さらに認可区域の拡大も行いました。今後は、普及率と加入率を高め、
下水道経営の健全化に努める必要があります。

　上水道については、災害時等に対応した安定給水確保に努めます。また、良質な生活用水を安定供給できる
ように、八戸圏域水道企業団と連携を保ちながら、水道事業の健全化に努めます。
　下水道については、水環境の保全や水の循環利用などの啓発活動を行うとともに、計画的な下水道の整備、
合併処理浄化槽の変換促進を行い、水洗化の向上に努めます。

① 安全でおいしい水の安定的な供給と、 防災の観点から老朽管の計画的な布設替えを働きかけ
ます。

　生活排水処理基本計画により定めた公共下水道排水計画区域、合併処理浄化槽設置区域等により、計画的・
効率的な下水道の整備に努めます。

上水道の安定供給
                          計画的 ・ 効率的な下水道の整備

下水道による水洗化率の向上
下水道経営の健全化の推進

                          合併処理浄化槽への変換促進

上下水道の整備

(1) 上水道の整備

(1) 上水道の安定供給

(2) 下水道の整備

(2) 計画的 ・ 効率的な下水道の整備
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　広報紙やホームページ等により、下水道の必要性や重要性についての啓発活動や下水道接続相談会の開催な
どにより、加入の促進を図ります。

　公共下水道管理運営計画及び漁業集落排水事業管理計画に基づき、適正な使用料の設定や維持管理に取り組
みます。

　下水道処理区域以外の区域では、合併処理浄化槽普及促進計画に基づき、引き続き合併処理浄化槽への変換
促進に努めます。

・ 上水道の管理等の強化

・ 公共下水道整備事業

・ 下水道経営管理計画の策定

・ 合併処理浄化槽設置整備事業

(3) 下水道による水洗化率の向上

(4) 下水道経営の健全化の推進

(5) 合併処理浄化槽への変換促進

主要事業
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1-3-② 住宅地の供給

現況と課題
　本町では、快適で安心して暮らせる住環境整備の一環として、国の補助を受け、町営住宅を建設し
供給しています。また、八戸市の経済圏域内として民間の住宅造成により着々と住宅化が進んでいる
ところですが、現在は、長引く景気低迷等により住宅建築は伸び悩んでいる状況です。近年は、相次
ぐ地震や地球温暖化により耐震化や省エネ住宅への関心が高いことから、住宅リフォームや耐震化に
対し補助金を交付しています。

　本町では、平成 6 年 5 月に都市計画区域の指定を受け、一般住宅等の新増改築に際して建築確認申
請が必要となりました。また、都市計画法による用途地域を平成 9 年 4 月に定め、この方針に従い、
良好な市街地形成を図るためにも乱開発を防ぎ、住居地域に誘導する必要があります。

　 本町では、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受けた方に対し、町内に自ら居住す
るために住宅の再建を行う場合、補助金を交付しています。

基本方針

施策の展開

　快適な生活環境を求める町民のニーズに対応し、質の高い宅地や住宅の供給を促進するとともに、住宅リフ
ォーム等の補助事業を充実させ、居住環境向上を図ります。

　良質で住みやすい住宅環境づくりを目指していきます。

住みやすい住宅環境づくり
住宅建築の指導の推進

住宅地の供給

町営住宅 

 つくしヶ丘団地 15 戸 H6 赤保内字柳沢地内
榊山団地 30 戸 H19 道仏字榊山地内

 施設名 戸　数 完成年度 所在地

(1)

(2)

(3)

(1) 住みやすい住宅環境づくり
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① 用途地域内の住宅地域への住宅建築の誘導を図っていきます。

② 町民のニーズに応えた住宅リフォーム等の事業を推進します。

③ 東日本大震災により住宅に被害を受けた方への早期復興を推進します。

・ 安全安心住宅リフォーム支援事業

・ 新築住宅支援事業

・ 被災者住宅再建支援事業　

・ 木造住宅耐震診断事業

(2) 住宅建築の指導の推進

主要事業
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1-3-③ 定住の促進

現況と課題

基本方針
　※ＵＪＩターンなど移住や定住を希望する人への情報発信などを行い、人口の維持・増加に努め、地域の活性
化を図りながら、にぎわいのあるまちづくりを推進します。
※ＵＪＩターン
大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Ｕターンは出身地に戻る形態、Ｊターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、Ｉターンは出
身地以外の地方へ移住する形態を指す。

　本町では、少子高齢化の急速な進行や若者の流出等により、人口が減少傾向にあります。本町の人口は、八
戸市のベッドタウンとして増加してきましたが、平成 15 年をピークに減少に転じ、平成 26 年 3 月末の住民基
本台帳人口は、14,183 人と平成 8 年と同規模まで落ち込んでいます。また、平成 25 年 3 月に国立社会保障・
人口問題研究所が発表した将来推計人口では、2040 年（平成 52 年）には 10,018 人となる予測が示され、平
成 26 年 5 月には民間研究機関「日本創成会議」が本町を含む青森県内の 35 市町村で 20 歳から 39 歳の女性
が 2040 年には半分以下に減少する見通しとの試算を発表しました。
　今後も更に人口の減少が進むことが予想されますが、持続可能な行政運営のため、人口の維持・増加への対
策と定住促進への取り組みが必要となります。

総合的な定住施策の検討
移住 ・ 定住化の促進
駅前団地の販売促進

定住の促進

住民基本台帳による人口の推移

平成 17 年 15,186 7,657 7,529
平成 18 年 15,117 7,596 7,521
平成 19 年 15,079 7,544 7,535
平成 20 年 14,872 7,460 7,412
平成 21 年 14,796 7,399 7,397
平成 22 年 14,741 7,374 7,367
平成 23 年 14,571 7,298 7,273
平成 24 年 14,490 7,252 7,238
平成 25 年 14,381 7,192 7,189
平成 26 年 14,183 7,102 7,081

年
人口

実延長 路線別内訳 
 

総数 男 女
 

（単位：人）

各年3月31日現在
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施策の展開

　将来的に予測される人口減少に歯止めをかけるための施策を横断的・総合的に検討します。

 
　本町に移住・定住を希望する若者世帯及び子育て世帯の転入促進のため、安心して生活できる住宅環境の確
保のための支援を検討します。

　駅前団地の早期完売を目指し、町内外に向けた販売促進事業を展開します。

主要事業

・ 定住対策プロジェクトチームの設置

・ 若者 ・ 子育て世帯定住促進事業

・ 移住 ・ 定住情報の発信事業

(1) 総合的な定住対策の検討

(2) 移住 ・ 定住化の促進

(3) 駅前団地の販売促進

Welcom
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現況と課題

基本方針

施策の展開

1-4-① 公園・緑地の活用

自然と共生する生活環境の整備

　公園や緑地は、町民生活に安らぎと潤いを与える貴重な空間であり、スポーツ・レクリエーションの場、災
害時における避難場所としての機能のほか、大気の浄化、景観形成等生活環境の向上にも大きな役割を果たし
ています。
　今後は、町民と行政が一体となって緑化を推進し、快適な住環境を創出していくことが重要となっています。

　町民が身近に利用でき、スポーツ・レクリエーション活動などの場として、公園の積極的な活用を推進します。
また、水辺空間や緑地の保全、町民参加による緑化の推進に努めます。

① 潤いのある町の環境を保つ空間として、 また、 スポーツ ・ レクリエーション活動などのニーズ
や災害時における避難場所の確保等に対応するため、 地域の特性を生かした公園の活用を推
進します。

② 貴重な自然空間の保全に努めるとともに、 レクリエーションの場としての活用を推進します。

　公共施設等の緑化を進め、快適な環境の創出、緑豊かなまちづくりを促進するとともに、緑地の保全に努め
ます。

公園の活用
緑地の保全公園 ・ 緑地の活用

主要事業 ・ 公園 ・ 緑地の活用促進

(1) 公園の活用

(2) 緑地の保全
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1-4-② 自然保護対策

現況と課題

基本方針

施策の展開

　本町では、自然保護の観点から森林を守り、緑に親しんでもらうために、レクリエーション、ハイキング、
森林浴のための階上岳の施設整備を進めてきました。また、階上岳・階上海岸が三陸復興国立公園の指定と三
陸ジオパークの決定を受けたことから、更なる自然保護対策が必要とされています。快適で潤いのある生活を
守るためには自然と共生・共存し、また、乱開発やゴミの不法投棄を防ぐためには、行政の指導だけではなく、
町民一人ひとりが自然に対する関心を高めることが必要です。
　町民が自らの手で自然を守るためにも、今後、町内の自然環境を広報し、自然愛護の啓発を行っていく必要
があります。

　町の美観の維持や自然災害の観点から、緑豊かな地域環境の創造を目指し、自然の保護に努めます。また、
国立公園指定内はもちろん、町内の自然保護と産業振興の調整を図りつつ、自然保護意識の高揚に努め、貴重
な自然景観地や植生物の適正な生息環境等の保護を図ります。

　
　本町の恵まれた自然環境を活用して、自然保護教育に努め、自然保護意識の高揚と啓発を図ります。また、
自然保護活動の指導者やボランティアグループ等を中心として、町民の自主的 ･ 主体的な自然保護活動を促進
します。

　
　自然保護の観点から定期的な監視活動を進めるとともに、町民への広報活動を積極的に行い、自然に対する
啓発に努めます。

自然保護活動の促進
広報 ・ 啓発活動の推進自然保護対策

 鳥獣保護区 休　猟　区 銃猟禁止区域  防火保安林 干害防備 保健保安林 国立公園区域
 

自然保護地域

 1,150 1,992 773 2,353 4 72 69 2,196

注）平成26年3月31日現在　（単位：ｈａ）

水源かん
養保安林

(1) 自然保護活動の促進

(2) 広報 ・ 啓発活動の推進
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主要事業

・ 自然保護活動指導者等の育成

・ 自然保護監視活動の推進

・ 階上岳 ・ 階上海岸の動植物の調査事業
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ごみ処理状況の推移

平成 21 年度 2,848 257 132 537 3,774
平成 22 年度 2,863 179 134 519 3,695
平成 23 年度 3,304 179 140 521 4,144
平成 24 年度 3,231 167 145 480 4,023

 区　分 可燃物 不燃物 粗　大 資源ごみ 合計
（単位：ｔ）

資料：一般廃棄物処理事業実態調査結果について

資料：収集（処理）実績表

し尿処理状況の推移

平成 21 年度 14,741 14,741 9,984 4,757 3,400 4,963 8,363
平成 22 年度 14,571 14,571 9,840 4,731 3,194 4,735 7,929
平成 23 年度 14,490 14,490 10,038 4,452 2,910 4,699 7,609
平成 24 年度 14,381 14,381 10,533 3,848 2,937 4,519 7,456

区　分 行 政 内
区域人口

処理区域
内 人 口

水洗化
人　口

非水洗化
人　　口

し　尿
収集量

浄化槽
汚泥量 計

収　集　量
 （単位：人、kl、ｔ）

1-4-③ ごみ・し尿処理対策とリサイクルの推進

現況と課題

基本方針
　町民生活の多様化に伴い、ごみの質は複雑化しているため、ごみ処理基本計画を推進し、分別収集の徹底や
資源化・リサイクルの促進、適切な収集・処理に努めます。
　し尿処理については、快適で衛生的な環境地域を構築するために、公共下水道処理区域及び大蛇地区漁業集
落排水処理区域内ではその加入促進に努め、また、それ以外の区域では合併処理浄化槽の変換促進に努めます。

ごみ ・ し尿処理対策　

　本町のごみ処理については、八戸地域広域市町村圏事務組合で設置したごみ処理施設で処理を行い、
収集については民間業者に委託しています。近年、ごみの排出・収集量は増加から横ばいの傾向にあ
りますが、引き続きごみの減量化やリサイクルの一層の推進を図るため、町民、企業、行政が一体と
なり、全町的に取り組んでいく必要があります。
　今後は、減量・リサイクルの周知徹底と強化を図り、ごみの更なる減量化や資源再利用の循環型地
域社会を築いていく必要があります。

　し尿処理については、公共下水道と大蛇地区漁業集落排水及び合併処理浄化槽により衛生的なし尿
処理対策を推進しています。
　公共下水道については、ＰＲ活動や相談会の開催等により加入率の向上を図り、大蛇地区漁業集落
排水については、処理区域内の未加入世帯の加入促進に努めます。

(1)

(2)
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施策の展開

ごみ ・ し尿処理対策と
リサイクルの推進

分別収集 ・ リサイクル運動の推進
ごみの不法投棄 ・ 野外焼却の防止

ごみ有料化の検討
下水道による水洗化率の向上

合併処理浄化槽への返還促進

  (1) 分別収集 ・ リサイクル運動の推進

① 町民や企業のごみ問題に関する意識啓発に努めながら、 ごみの減量化、 再資源化を促すため、
分別収集の徹底を図ります。

② 全町的なリサイクル運動の展開を図るため、 ごみ問題に関する意識の啓発や環境に優しいラ
イフスタイルの提案、 リサイクルに関する情報提供に努めながら、 町民一人ひとりの自主的
な活動を促進します。

③ 各種町民団体への指導を通じてリサイクルへの取り組みを支援するとともに、 八戸リサイクル
プラザ等の活用を通じて、 有用資源の再利用化に努めます。

  (2) ごみの不法投棄 ・ 野外焼却の防止

① ごみの不法投棄 ・ 野外焼却に対して、 町民と行政、 関係機関等が一体となり監視を強め、 そ
の防止に努めます。 また、 地域の環境美化を積極的に推進します。

② ごみの不法投棄 ・ 野外焼却の禁止について、 広報紙などを通じて周知徹底するとともに、 事
業所等に対しては、 廃棄物の適正処理の指導に努めます。

  (3) ごみ有料化の検討

　一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び町民の意識改革を進めるため、
ごみ減量の施策に対する動向を注視しながら、一般廃棄物の有料化について検討します。

  (4) 下水道による水洗化率の向上

　広報紙やホームページ等により、下水道の必要性や重要性についての啓発活動や下水道接続相談会の開催な
どにより、加入の促進を図ります。

  (5) 合併処理浄化槽への変換促進

　下水道処理区域以外の地域では、引き続き合併処理浄化槽の設置を推進します。
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・ ごみ処理基本計画の推進

・ 分別収集、 リサイクル運動の徹底

・ ごみの不法投棄 ・ 野外焼却禁止についての周知徹底

・ 一般廃棄物有料化の検討

・ 下水道加入促進事業

・ 合併処理浄化槽設置整備事業

主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

　町民が協力し合って清潔なまちを創出し、健康的で潤いのある町民生活を維持するため、町民の主体的な取
組による環境美化の促進を図るとともに、町民参加による環境衛生対策の展開を図ります。
　また、地球温暖化防止のため、環境保全率先行動計画の推進や町民等への啓発など、全町的に環境負荷の低
減に取り組みます。

  (1) 環境美化の推進

　全町的な地域環境美化の展開を目指して、広報紙や生涯学習の場を活用した環境美化に関する情報の提供、
町民意識の啓発に努めます。

1-4-④ 環境の保全と美化

　本町においては、悪臭やハエの発生が多いため、全町が悪臭防止法の規制地域に指定されていますが、
根本的な改善には至らない状況です。このため町民と行政、事業者等が協力し合いながら環境改善に
努めるとともに、啓発活動を今後とも強力に推進していく必要があります。

　清潔で住みやすい生活環境を創造するために、町民意識の啓発、悪臭対策や排水対策、更には空き
地管理の強化に努める必要があります。また、騒音や振動、悪臭、水質汚濁等に対して関係機関が協
力し、その対策を講じていく必要があります。

　地球規模で大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの濃度が増加し地球温暖化が進んでいます。本町
においても、地球温暖化防止のために、物品の再利用や再生使用、エネルギーの消費量抑制を推進し
ていく必要があります。

環境美化の推進
騒音 ・ 振動 ・ 悪臭 ・ 水質汚濁等の防止対策

　　　　　　　　　　　　　地球温暖化対策
環境の保全と美化

(1)

(2)

(3)
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主要事業
・ 環境保全活動の推進

・ 騒音 ・ 振動 ・ 悪臭 ・ 水質汚濁等の防止対策と指導強化

・ 階上町環境保全率先行動計画の推進

  (2) 騒音 ・ 振動 ・ 悪臭 ・ 水質汚濁等の防止対策

　騒音・振動・悪臭、水質汚濁等に対して、その原因者や事業者に適切な指導や防止対策等を講じ、安心でき
る生活環境を維持できるように、地域の環境整備に努めます。
　また、悪臭やハエの発生、水質汚濁等については、その発生源である畜産業者と公害防止協定を結ぶととも
に、県環境管理事務所や八戸保健所などの関係機関と緊密な連携をとりながら、定期的に調査・測定を行うなど、
その防止と改善に努めます。

  (3) 地球温暖化対策

　地球温暖化防止対策として、階上町環境保全率先行動計画を推進し、町内の温室効果ガスの排出量の削減に
努めます。また、町民等に対しては、広報紙等により地球温暖化防止の啓発に努めます。
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現況と課題

基本方針

施策の展開

1-5-① 防災・減災対策の推進

くらしを守る安全と安心の確保

　本町は、やま（階上岳）とうみ（太平洋）の美しい自然に育まれてきました。しかし、自然は、時として人
知を超えた猛威をふるい、町民生活に甚大な被害をもたらしてきました。
　平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東日本大震災は、国内史上最大のマグニチュード 9.0 の地震と
これに伴う巨大津波により、多くの生命と財産を奪うとともに、自然の持つ力の大きさ、恐ろしさをまざまざ
と知らしめました。このような惨禍をしっかりと受け止め、風化させることなく、災害に強いまちづくりのた
めの教訓として、現代世代だけでなく将来世代へと引き継がなければなりません。
　このため、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、町に関わる全ての者が相互に連携、
協力し合い、地域ぐるみの防災・減災対策に取り組んでいく必要があります。

　防災・減災対策への取り組みは、町民及び事業者が自らの責任により自らを災害から守るという自助の理念、
町民及び事業者が地域において相互に助け合い互いを災害から守るという共助の理念、町が町民及び事業者を
守るための施策を推進するという公助の理念を基本として、町民、事業者及び町その他町に関わるものそれぞ
れが連携を図りながら、適切な役割分担による協働により、災害に強いまちづくりの実現に努めます。

  (1) 町民等との協働による防災対策の推進

① 自主防災組織の育成及び支援

　自主防災組織育成のため、必要な助成及び研修の実施並びに自主的な防災・減災に係る意識の啓発と、自主
防災組織の活動促進を図るため、自主防災組織の行う防災・減災対策のための活動において指導的役割を担う
人財育成その他の支援に努めます。

② 災害時要援護者への支援

　災害時要援護者への情報提供及び避難の支援が円滑に行われるよう体制の整備に努めます。

③ 知識の普及等

　防災に関する知識の普及を積極的に推進するとともに、防災教育の充実を図り、町民の防災・減災知識の向
上及び防災・減災意識の高揚に努めるとともに、関係機関と連携を図り、防災訓練を積極的に実施するよう努
めます。

防災 ・ 減災対策の推進
町民等との協働による防災 ・ 減災対策の推進

災害時の備えを中心とした災害に強いまちづくりの推進
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④ 情報の提供

　危険箇所、避難所その他防災・減災対策に係る施設等を表示した地図を作成し、防災・減災対策に関する情
報の提供に努めるとともに、災害時における地震情報、気象情報等を早急かつ正確に把握し、町民に提供でき
る体制の整備に努めます。

⑤ ボランティア活動への支援等

　発災時におけるボランティアによる被災者支援活動の円滑な実施を確保するため、平常時から幅広い組織づ
くりを推進するとともに、活動拠点及び物資の提供その他必要な支援並びに調整を行う体制の確立に努めます。

  (2) 災害時の備えを中心とした災害に強いまちづくりの推進

① 応急医療体制の整備

　災害時において、町民等、消防機関及び医療機関と連携協力し、傷病者の救護に当たれるよう、応急医療体
制の整備に努めます。

② 備蓄物資の整備

　災害時における必要な備蓄物資の計画的な整備を行います。

③ 応急対策を行うための体制の確立

　災害時において設置する災害対策本部を中心とする応急対策を行うための体制確立に努めます。

④ 防災に係る協定

　災害時に他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、協力の要請を迅速かつ円滑に行えるよう、防災
に係る協定の締結に努めます。
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・ 総合防災訓練の実施

・ 自主防災組織の育成及び支援

・ 防災知識の普及及び防災教育の充実

・ 災害時情報収集体制の充実

・ 災害時要援護者への支援

・ 災害時情報提供の充実

・ ボランティア活動への支援

・ 備蓄物資の整備

・ 防災協力事業所制度の運用

・ 各種機関 ・ 団体等との連携強化

・ 防災避難路、 避難誘導看板の整備 ・ 防災無線設備の充実

主要事業
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現況と課題

1-5-② 消防対策の推進

　本町の消防団員は、若年層人口の減少や就業者における被雇用者が占める割合の増加などにより、入団者を
確保することが厳しくなっており、団員数は減少傾向にあります。
　このような中、平成 25 年度に町内で発生した 22 件の原因不明による連続林野火災は、町民に憤りと不安を
与えました。
　町では、林野火災防止の広報活動や平成 20 年 6 月より設置が義務化された住宅用火災警報器設置の推進、
消防水利の増設など、八戸地域広域市町村圏事務組合の常備消防及び消防団と連携して、日頃から火災防止対
策に取り組んでいます。
　また、東日本大震災では、消防団員の中には、自らも被災者であったにもかかわらず、郷土愛護の精神に基
づき、住民の避難誘導、救助、消火、避難所の運営支援、行方不明者の捜索、発見された遺体の搬送・安置、
さらには信号機が機能しない中での交通整理、夜間の見回りなど、様々な活動に献身的に従事しましたが、全
国で 254 人にも上る消防団員が犠牲となったことを重く受け止め、その教訓を今後に活かすことが必要です。
　平成 25 年 12 月には、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が施行され、今後は、町
民の防火意識を高めるために、八戸地域広域市町村圏事務組合の常備消防と消防団、町民が連携して日頃から
の防火活動に努めていくとともに、町民と行政が一体となった協働の取り組みを行いながら、防火意識の高揚
と地域連帯に基づく防火体制の強化を図る必要があります。

火災発生の現況

平成 21 年度 0 3 0 1 4
平成 22 年度 2 1 0 0 3
平成 23 年度 8 0 0 2 10
平成 24 年度 1 0 0 2 3
平成 25 年度 3 19 0 7 29

 建物 林野 車両 その他 計

消防力の組織と現況  

 1 8 155 7 9

町　消　防　団

消防団数 分団数 団員数
ポンプ等保有台数 

ポンプ
自動車

小型動力
ポンプ

注）平成26年4月1日現在
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基本方針

施策の展開

　常備・非常備消防を含めた消防力の充実強化を図るとともに、関係機関や地域との連携により町民一人ひと
りへの防火思想の普及啓発に努め、協働の取り組みにより火災のないまちづくりを推進します。

  (1) 消防団の充実強化

① 施設 ・ 装備の充実

　屯所、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプの適切な維持管理に努めるとともに、整備計画に基づく計画的な
消防資機材の更新及び配備を推進します。

② 消防水利の充実

　八戸圏域水道企業団と連携し、計画的な消火栓の整備・改修を行うほか、消防水利として有効活用できる自
然水利等の調査の実施や消防水利が十分でない地域に対する防火水槽の整備を検討します。

③ 技術 ・ 知識の普及促進

　消防団活動の基本となる訓練礼式や操法技術の向上のほか、救命講習や応急手当講習など、常備消防との連
携により、団員の技術や知識の普及を促進します。

④ 消防団員の確保

　消防団員の確保にあたって、消防団員の処遇等の改善をはじめ、地域の防災力を向上させる観点から、関係
団体や自主防災組織などと協力し、消防団協力事業所制度を活用するなど、地域ぐるみでの取り組を推進します。

  (2) 防火思想の普及啓発

① 地域防火体制の充実

　関係機関や地域との連携により、地域防火体制の充実を図ります。また、地域活動中で防火教育の機会の充
実を促進するとともに、火災予防運動期間等における地域ぐるみの防火訓練の実施促進を図ります。

② 少年消防クラブ育成事業

　将来の地域防災の担い手となる人財を育成するため、放水体験や防火パトロールなど消防防災に関する様々
な活動を実施して少年消防クラブ員の育成・支援に努めます。

消防団の充実強化
防火思想の普及啓発消防対策の推進
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③ 女性消防クラブ育成事業

　火災予防広報など防火思想の普及啓発を訴える活動を実施して女性消防クラブの組織強化と支援に努めます。

④ 住宅火災警報器の設置推進

　住宅火災による逃げ遅れで亡くなる方を軽減させるため、平成 20 年 6 月 2 日から全ての住宅に設置が必要
となった住宅用火災報知器の設置の推進に努めます。

・ 消防団施設 ・ 装備の充実

・ 消防水利の充実

・ 消防団員の技術 ・ 知識の普及促進

・ 消防団員の確保

・ 地域防火体制の充実

・ 少年消防クラブ育成事業

・ 女性消防クラブ育成事業

・ 住宅用火災報知器の設置推進

主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

1-5-③ 交通安全対策の推進

　交通災害を防ぐために、必要に応じた交通規制の見直しや交通事故危険箇所の調査・改善など、安全な交通
環境を維持し、また、関係機関との協力によって交通安全運動や交通安全教育を強化していく必要があります。
　本町では、交通安全施設（ガードレール、カーブミラー等）の新設をはじめ、歩道の改良、交通指導隊の協
力による登下校時の児童生徒などへの交通指導、また、高齢者及び幼児・児童を対象とした交通安全教室の開催、
街頭啓発活動等を通じて、交通安全意識の高揚に努めています。

　交通安全のまちづくりを目指して、交通安全施設の整備等、道路交通環境の向上に努めるとともに、ライフ
ステージに応じた交通安全教育の推進、広報活動の充実等による交通安全意識の高揚に努めます。

※ライフステージ
　幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階

  (1) 交通安全施設の整備

　交通安全確保の観点から、計画的にガードレールや歩道、カーブミラーの設置などに努めます。

  (2) 交通災害共済事業への加入推進

　広報紙等を通じて、交通安全を呼び掛けるほか、交通災害共済事業の制度周知を図り、加入を促進するなど
して共済制度の有効的な活用に努めます。

交通事故発生状況

平成 21 年度 37 0 50
平成 22 年度 41 0 50
平成 23 年度 40 2 59
平成 24 年度 43 1 56
平成 25 年度 42 0 51

 件　数 死　者 傷　者区分年次

交通安全施設の整備
交通災害共済事業への加入推進交通安全対策の推進
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主要事業

・ カーブミラーの計画的整備

・ 交通安全教室の推進及び広報活動による意識の高揚

・ 交通災害共済事業の制度周知及び加入促進



第
１
章 

　 

快
適
で
安
心
し
て
く
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

第 3 部 第１章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N90

現況と課題

基本方針

施策の展開

1-5-④ 防犯対策の推進

　社会環境の変化や都市化によって犯罪は凶悪化、巧妙化、広域化、低年齢化しています。本町では、町民の
安全確保と安心して暮らせる生活を守るために、防犯灯の設置や町民の防犯意識の高揚に努めています。
　また、新興住宅地形成などによるコミュニティの変化に伴い、防犯に対する地域の連帯意識が薄れる傾向に
あるため、八戸警察署及び防犯指導隊の協力を得て地域防犯活動の推進に努めています。

　防犯設備の充実を図るとともに、関係機関や地域と一体となって、地域防犯体制の充実、防犯意識の高揚に
努め、犯罪のないまちづくりを目指します。

  (1) 地域防犯体制の充実

① 地域住民や防犯活動団体との連携の下に、 地域ぐるみの防犯活動を展開しながら、 防犯体制、
暴力排除体制の充実を図ります。

② 広報活動を通じて、 町民の防犯意識の高揚を図ります。

③ 学校、家庭、地域、警察等と連携し、犯罪の予防の推進を図るとともに、関係機関・団体と協力し、
街頭指導等の実施に努めます。

  (2) 防犯設備等の充実

① 地域の人々の生活動向を踏まえ、 人口が比較的多い地域については、 防犯体制の強化を関
係機関に要望していきます。

② 防犯灯の整備充実と管理の強化を推進し、 犯罪の予防に努めます。

地域防犯体制の充実
防犯設備等の充実防犯対策の推進

主要事業

・ 防犯協会等との連携強化

・ 防犯灯の整備充実

・ 防犯活動の展開
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現況と課題

基本方針

施策の展開

1-5-⑤ 消費対策の充実

　近年、消費者を取り巻く環境は大きく変化し、クレジット、通信販売、訪問販売、携帯電話や通信機器等に
よる多種多様なサービスの提供が行われています。これに伴い各種のトラブルも発生し、相談も数多く寄せら
れていますが、その内容は複雑かつ多様化し、処理については専門的な知識を必要とする状況になっています。
今後は、消費者の安全と利益を守るため、消費者が正しい知識を持ち、的確な判断をするための施策と相談事
業の充実が求められています。

　消費者に対する意識啓発や関係機関との連携に基づく相談事業の充実に努め、消費生活の向上を図ります。

  (1) 消費者への啓発と保護の充実

① 広報等による情報提供の充実を図ります。

② 消費者に対する相談体制の充実を図るとともに、 関係機関と連携しながら、 消費者へのアド
バイスや消費者と事業者間のトラブルの解決に努めます。

消費対策の充実

主要事業
・ 消費者意識の高揚 ・ 保護の充実

・ 消費者行政推進事業

消費者への啓発と保護の充実
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現況と課題

基本方針

施策の展開

1-5-⑥ 空き家対策の推進

　少子高齢化や人口減少などを背景に、近年、居住者がなく利用予定のない空き家が全国的に増加しています。
全国の空き家率は昭和 58 年以降、増加の一途をたどり、平成 25 年では全国の空き家率が 13.5％、青森県で
は 13.8％となっています。
　近年、本町においても空き家が目立ちはじめ、特に学生を中心に人口の増加が著しかった蒼前地区のアパー
トや下宿などの賃貸用住宅の空き家が増えており、管理されず放置され老朽化したものが少なくありません。
これらの老朽化した空き家をこのままの状態で放置すると、雪や風雨などにより建物が倒壊したり、屋根や外
壁など建物の一部が飛び散り、近隣住民や通行人などに被害を与える危険性や、勝手に建物に侵入され、犯罪
や火災等を誘発するなど、防災、防犯、防火、生活環境に支障を及ぼす恐れがあります。
　また、アパートや下宿、個人住宅など利用可能でありながら空き家となっている建物について、有効に活用
されない状況が見受けられます。

　町民の安全で安心な生活の確保のため、町内に所在する空き家等の実態を調査・把握し、所有者の管理義務、
管理責任を明確化します。
　また、町内に所在する空き家の有効活用を通して、住替え、ＵＪＩターンによる移住・定住を促進し、地域
の活性化に努めます。

  (1) 放置空き家対策の推進

　所有者や建物の状況など、空き家の実態を調査・把握するとともに、老朽化した空き家対策の具体的な判断
基準や手続を明確にします。

放置空き家対策の推進
空き家活用の推進空き家対策の推進

空き家数の推移

 平成 10 年 50,246,000 5,764,100 11.5% 534,300 58,500 10.9%
 平成 15 年 53,890,900 6,593,300 12.2% 559,200 70,100 12.5%
 平成 20 年 57,586,000 7,567,900 13.1% 580,800 84,700 14.6%
 平成 25 年 60,631,000 8,196,400 13.5% 586,300 81,200 13.8%

 全国 青森県  
住宅総数 空き家 空き家率 住宅総数 空き家 空き家率

（単位：戸）

資料：住宅・土地統計調査
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  (2) 空き家活用の推進

　住替え、ＵＪＩターンによる移住・定住を促進するため、空き家バンク制度等の導入を検討し、空き家の有
効活用を通して地域の活性化を図ります。

主要事業
・ 空き家等の適正管理に関する条例(仮称)の制定

・ 空き家バンク制度の導入

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
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3第3部 第２章

第1節 新しい魅力づくりによる農林水産業の振興
① 農業の振興
② 林業の振興
③ 水産業の振興

第2節 時代に対応した商工業の振興
① 商業の振興
② 工業の振興

第3節 町の魅力を高める地域ブランドの創出
① 階上ブランドの振興

第4節 地域資源を活用した観光の振興
① 観光資源の活用と振興

第5節 働きやすい環境の整備
① 就労対策と雇用の安定化

HASHIKAMI 21-PLAN

地域資源をいかした
活力あふれる産業づくり

94 第 3 部 第２章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
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3第3部 第２章

第1節 新しい魅力づくりによる農林水産業の振興
① 農業の振興
② 林業の振興
③ 水産業の振興

第2節 時代に対応した商工業の振興
① 商業の振興
② 工業の振興

第3節 町の魅力を高める地域ブランドの創出
① 階上ブランドの振興

第4節 地域資源を活用した観光の振興
① 観光資源の活用と振興

第5節 働きやすい環境の整備
① 就労対策と雇用の安定化

HASHIKAMI 21-PLAN

地域資源をいかした
活力あふれる産業づくり

94 第 3 部 第２章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

第１節

現況と課題

2-1-① 農業の振興

新しい魅力づくりによる農林水産業の振興

　本町の農業は、農家戸数の減少、農業者の高齢化、後継者不足といった構造的な問題が顕著となっており、
それに伴い農地の遊休化も進行している現状にあります。また、基幹産業でもある本町の農業は、野菜を中心
に米、葉たばこ、畜産等を営んでいますが、近年は、消費者の食に対する安全志向はますます高まっており、
農産物の品質向上が求められています。
　これらの厳しい情勢に対応するため、耕作放棄地の解消と抑止、農道の拡幅や集落道などの生産基盤の整備、
後継者の育成と認定農業者制度の適切な運用や農地の流動化の促進、「階上町ブランド」の推進や付加価値の高
い農業を育成していく必要があります。また、環境と健康に優しい農業を推進するとともに、近年注目されて
いる地産地消に対応し、地元農産物の消費を促す環境づくりが求められています。

農業生産の推移

米 112 104 104 106 103 103
大豆 50 46 38 24 16 10
乳用牛 275 264 259 267 263 279
肉用牛 687 671 652 607 586 551
豚 18,000 19,643 19,570 19,449 22,692 18,024
鶏 939,787 1,124,712 1,153,041 1,242,550 1,524,082 1,504,300

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度
作付面積

（飼養頭羽数）
作付面積

（飼養頭羽数）
作付面積

（飼養頭羽数）
作付面積

（飼養頭羽数）
作付面積

（飼養頭羽数）
作付面積

（飼養頭羽数）

（単位：ha、頭、羽）

資料：青森農林水産統計年報、基礎統計表市町村版

専 ・ 兼別農家の状況

 昭和50年 1,059 44 204 811 5,989 3,020 2,969 1,702 302 1,306 94 350 ―
 55 984 78 227 679 5,205 2,607 2,598 1,769 295 1,378 96 236 150
 60 884 74 148 662 4,573 2,279 2,294 1,087 287 732 68 229 ―
 平成2年 776 66 86 624 3,907 1,937 1,970 917 275 593 49 140 ―
 7 617 44 119 452 2,860 1,395 1,465 768 243 492 33 127 ―
 12 486 42 46 268 2,126 1,039 1,087 559 185 355 20 100 ―
 17 491 47 33 190 1,954 953 1,001 525 142 378 5 168 ―
 22 254 62 30 162 1,013 503 510 339 150 184 5 198 ―

 農家戸数 農家人口 経営耕地面積   

 総数 専業   総数 男 女 総数 田 畑 樹園地第一種 第二種
兼業

牧草
専用地

混牧
林地

区分

資料：農業センサス
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基本方針
　農業を魅力ある産業として回復させるためには、食料・農業・農村基本法に基づき、長期的な展望に立った
施策を展開していくことが極めて重要となっています。また、消費者の関心が高い安全で新鮮な食料の生産・
供給とともに、自然環境の保全、水源のかん養、美しい景観など農業の持つ多目的機能が注目されています。
　このため、高い生産力と安定した経営を実現するため、中核農家、農業後継者など担い手の育成、生産基盤
の整備、農用地の流動化を推進するとともに、高付加価値化と販売の戦略化、農業体験などの取り組みを進め
ます。
　また、農業用用排水路や農道等の整備を行い、生産性の向上と生活環境の改善を図るとともに、施設の老朽
化対策を講じ、農業経営基盤の強化に取り組みます。

農業経営基盤の強化
農業生産基盤の整備

高生産 ・ 高収益事業の促進
特色ある農業の振興

観光農業の推進と食育の推進
 用排水路等の整備

農業の振興
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  (1) 農業経営基盤の強化

　農業者の高齢化、兼業農家の増加、担い手不足などに対応するため、経営規模の拡大を望む農家への集積を
促進し、農地の流動化・有効活用を図ります。

  (2) 農業生産基盤の整備

① 遊休農地の解消及び未然防止のため、 農地所有者の意向に基づきながら優良農地の確保に
努めるとともに、 貸し手、 借り手のマッチングに努めます。

② 安全な通作、 大型農業機械のスムーズな通行を確保し、 農産物の品質向上や流通合理化等
を図るため、 農道の整備を推進します。

③ 農地の保全、 用水の安定的な供給を図るため、 農業用用排水路の整備を推進します。

  (3) 高生産 ・ 高収益農業の促進

　本町の自然条件に対応し、消費地・消費者との距離が近いという特性を生かすため、長ネギなどの野菜を中
心に、花卉、葉タバコ、畜産等の振興を図り、消費者ニーズにあった多様な農業生産を促進するとともに、地
場産業振興のため、道の駅の生産物直売所や八戸農業協同組合等を通じ、農産物の販路拡大と所得増に努めます。

  (4) 特色ある農業の振興

① 野菜等の振興

　本町の特色ある農業を振興するため、野菜、畜産等について、県内の市場 や消費者のニーズ等を勘案しなが
ら育成に努めます。

② 野菜等の生産地域の基盤整備を行うとともに、 産直祭等イベントの開催やＰＲ活動を行い、 農
業を通じた交流の促進に努めます。

③ 市街地に立地あるいは隣接する農地については、 町民農園等、 町民が気軽に農業を楽しめる
場の確保 ・ 整備に努めます。

  (5) 観光農業の推進と食育の推進

① 農業体験を進めるとともに、 地産地消の促進を図ります。

② 食農教育、 食育の推進と食文化の伝承 ・ 創造に努めます。

  (6) 用排水路等の整備

  日常生活の利便性や営農の合理化、緊急車両のスムーズな走行を図るため、老朽化した用排水路、農道等の対
策を推進します。
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・ 農地利用集積対策事業

・ 農業経営体育成支援事業

・ 耕作放棄地対策事業

・ 中山間地域等直接支払事業

・ 階上町肉用牛導入基金事業

・ 農地整備(通作条件)整備事業

主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

2-1-② 林業の振興

　森林は木材や林産物の生産の場であると同時に、水源のかん養、水害の防止、山菜などの山の幸を恵み、保
健休養の場としても町民の生活に潤いや安らぎを与え、心の豊かさを育んできました。しかし長期にわたる木
材産業の低迷により、林業生産活動が著しく減退するなど、林業を取り巻く環境は依然として厳しい現状です。
本町では民有林の管理・育林事業を進めるにあたって、森林組合に施業委託をするなどして、森林の経営及び
保全に努めています。

　民有林の造林や除間伐などの森林整備への支援を行うとともに、災害に強い森づくりを推進します。造林、
育林、後継者の育成、経営の強化促進等、森林資源の保全を図ります。

森林資源の有効利用
森林施業の推進林業の振興

主要事業
・ 階上岳保全管理

・ 森林整備地域活動支援交付金事業

  (1) 森林資源の有効利用

　森林の持つ自然的・公益的機能を高めるため、造林・除伐・保育など長期的な計画のもとに整備を進めます。
また、三陸復興国立公園の指定を受けた階上岳での森林浴、登山、ハイキングなど豊かな森林空間の多目的な
活用と、林業の振興を図るとともに後世に残すため、森林の保全に努めます。

  (2) 森林施業の推進

　造林や、下刈・除伐などの保育を計画的に実施し、良質材や優良な原木の生産のための基盤づくりを推進し
ます。

第
２
章 

　 

地
域
資
源
を
い
か
し
た
活
力
あ
ふ
れ
る
産
業
づ
く
り



H A S H I K A M I  2 1 - P L A N100 第 3 部 第２章

現況と課題

基本方針

施策の展開

2-1-③ 水産業の振興

　漁業環境の改善と漁業経営の安定のため、漁家の育成と活性化に向けて関係団体との連携強化に努めながら、
生産性の向上と流通加工 ･ 販売体制の整備充実を図ります。

  (1) 水産業の生産 ･ 販売の促進

① ウニ ・ アワビ ・ ヒラメの種苗放流などによる資源の確保を今後も継続し、 沿岸漁業の生産拡
大を推進します。

② 水産業者と地元消費者のつながりを深め、 新鮮で安心できる水産物を供給する地産地消に取
り組みます。

③ 水産物加工施設を活用しながら、未利用海産物の付加価値を高めた生産性の向上を図ります。

④ 水産物産直施設整備を進め、 漁業者の所得向上に取り組みます。

水産業の生産 ・ 販売の促進
漁業環境の保全

観光水産業の推進
水産業の振興

　本町の水産業は、県南部太平洋に面した海岸線 5.5㎞にわたる 6 か所の漁業集落に分散して沿岸漁
業が営まれ、定置、区画、共同の 3 漁業権が設定されています。また、公益社団法人青森県栽培漁業
振興協会を核にウニ ･ アワビの稚貝生産やヒラメの稚魚生産から放流を行うなど「つくり育てる漁業」
により、水産資源の育成に努めています。

　本町の漁業経営体数は現在 49 経営体（内、個人経営 47 ＝平成 20 年現在）で減少傾向にあります。
また、漁業従事者の高齢化や後継者不足などに加え、魚価の低迷や燃油の高騰等水産業経営は一段と
厳しさを増してきています。
　今後は高齢者も安心して漁業に従事できる豊かな漁村環境の創出に努めるとともに、その資源を生
かし、都市住民に対して漁業体験の場を提供するなどの観光水産業の推進と安定した高収益型漁業を
確立し、後継者の育成と人財の確保に努める必要があります。
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  (2) 漁業環境の保全

① 水産教室等を通じ稚魚 ( 鮭 ) 放流による水産への理解と環境保全の意識の高揚を図ります。

② 漁業環境保全のため、 漁業者や地区住民が一体となって行っている海岸清掃等を支援します。

③ 漁業従事者が安心して仕事ができるように漁業環境の整備を図るとともに、 施設の老朽化対
策を行い、 安全な施設管理に努めます。

  (3) 観光水産業の推進

　漁業体験の総合的な受け皿づくりを進め、都市住民、消費者などと積極的な交流の場づくりに努めます。

・ 水産業強化対策事業（ 強い水産業づくり交付金）

・ 地場流通の振興

・ 未利用資源の有効活用

・ 水産物産直施設整備

・ 水産教室による環境保全の意識の高揚

・ 漁場環境美化推進事業

・ 観光水産業の推進

・ 県管理小舟渡漁港整備事業

・ 町管理漁港整備事業

主要事業
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第２節

現況と課題

2-2-① 商業の振興

時代に対応した商工業の振興

　本町の商業は、従業員数及び年間出荷額ともに減少しており、また、大規模商店の影響や後継者不足もあり、
商店数についても減少傾向にあります。町内の商業活動については、商業圏の拡大等に伴い、商店の努力にも
かかわらず顧客が八戸市の郊外大型店に吸収され、大規模商店における日用雑貨品及び食料品等が中心となっ
ています。
　消費者である町民からは、商品の充実など個人のライフスタイルやニーズの多様化に対応したきめ細かいサ
ービスの提供が求められており、今後は消費者を引き寄せる魅力ある商店経営を目指し、商業機能を充実させ、
地域づくりと一体となった個性的な商店の育成を図る必要があります。

八戸広域市町村圏の商業の状況

階上町
八戸市
おいらせ町
三戸町
五戸町
田子町
南部町
新郷村
合　計

 98 73 -25.5% 565 476 -15.8% 12,714 8,685 -31.7%
 3,446 2,453 -28.8% 24,413 17,829 -27.0% 825,419 650,480 -21.2%
 281 195 -30.6% 2,225 1,573 -29.3% 39,339 30,592 -22.2%
 199 127 -36.2% 925 707 -23.6% 18,605 12,554 -32.5%
 217 158 -27.2% 1,036 778 -24.9% 13,062 10,544 -19.3%
 85 58 -31.8% 326 279 -14.4% 5,586 2,860 -48.8%
 272 196 -27.9% 1,002 836 -16.6% 15,796 15,184 -3.9%
 40 28 -30.0% 108 88 -18.5% 1,685 1,257 -25.4%
 4,638 3,288 -29.1% 30,600 22,566 -26.3% 932,206 732,156 -21.5%

 事業所数 従業員数 年間出荷額  
 平成19年 平成24年 増減率 平成19年 平成24年 増減率 平成19年 平成24年 増減率

（単位：店、人、百万円）

資料：青森県統計年鑑

基本方針
　経営者の意識啓発や後継者の育成、魅力ある経営の促進等により商店経営の体質強化を図るとともに、商工
業の活性化を支える商工会活動の充実促進に努めます。また、商店の環境整備や地域性を積極的に生かした特
色ある商店づくりの促進等による商店の活性化に努めます。

経営の体質強化
商工会活動の充実と商店街の活性化商業の振興
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施策の展開

  (1) 経営の体質強化

① 商店経営者の意識啓発

　商店の近代化や環境の整備、活動の活性化など地域商業の活性化に向けた積極的な取り組みを促進するため、
商店経営者一人ひとりの意識啓発に努め、経営意欲の向上を促します。

② 経営の支援及び近代化促進

　国、県等の融資制度等、各種資金制度の活用を促進するとともに、商工会と連携し、経営改善及び近代化の
促進を図ります。

  (2) 商工会活動の充実と商店街の活性化

① 地域に密着した商工業の振興を図るため、 商工会による調査、 研究、 研修等の活動の支援に
努めます。

② 商店組織の強化促進

　イベントの開催や商店のＰＲ展開等、商店としての統一的、継続的な活動を促進するため、商工会と連携し
て商店組織の充実・強化を支援します。

主要事業
・ 商工会活動への支援

・ 商業経営者や後継者への育成支援の推進

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
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現況と課題

基本方針

施策の展開

2-2-② 工業の振興

　本町では、現在 6 社が誘致企業として進出していますが、長引く景気低迷等の影響から、今後の企業誘致は
とても困難な状況にあります。さらに、既存企業は零細企業が多く、生産基盤そのものが脆弱であり、企業の
体質等の改善を図っていく必要があります。
　今後は、町内の中小企業に対し、技術力の向上や企業間交流による情報交換を促し、より付加価値の高い工
業への転換を促進する必要があります。
　また、八戸・久慈自動車道八戸南道路が平成 25 年 3 月に開通したことにより、種差海岸階上岳ＩＣ及び階
上ＩＣ付近の土地利用の方向性について検討する必要があります。

　工業振興の新たな進展を図るため、未利用となっている既存の財産を有効活用し、新規企業の立地促進に努
めます。また、関係機関と連携して中小企業の技術力の向上に努めるとともに、企業間交流を促進するなど支
援に努めます。
　また、八戸・久慈自動車道八戸南道路種差海岸階上岳ＩＣ及び階上ＩＣ付近の土地の有効活用に努めます。

  (1) 企業の育成

① 国や県の施策との連携を図りながら、 補助制度や融資制度を活用し、 企業構造の体質改善を
図ります。

② 商工会を中心とした指導 ・ 相談体制の強化の充実に努めます。

企業の育成
企業間交流の促進工業の振興

八戸広域市町村圏の工業の状況

階上町
八戸市
おいらせ町
三戸町
五戸町
田子町
南部町
新郷村
合　計

22
377

50
25
46
15
38

2

18
347

42
20
42
10
28

1

-18.2%
-8.0%

-16.0%
-20.0%

-8.7%
-33.3%
-26.3%
-50.0%

759
14,290

1,774
514

1,410
387
745

-

549
13,432

1,369
443

1,244
375
616

9

-27.7%
-6.0%

-22.8%
-13.8%
-11.8%

-3.1%
-17.3%

-

1,065,121
58,574,523

3,678,338
1,628,844
2,193,023

711,838
1,254,256

-

1,030,703
51,198,347

3,349,738
534,662

1,839,609
890,739

1,055,846
-

-3.2%
-12.6%

-8.9%
-67.2%
-16.1%
25.1%

-15.8%
-

 575 508 -11.7% 19,879 18,037 -9.3% 69,105,943 59,899,644 -13.3%

 事業所数 従業員数 年間出荷額   
 平成19年 平成24年 増減率 平成19年 平成24年 増減率 平成19年 平成24年 増減率

（単位：店、人、百万円）

資料：工業統計表
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③ 環境の保全等に十分配慮し、 自然的、 経済的立地条件を生かした工業用地の確保や既存の
空き物件情報の把握に努め、 企業誘致の推進に努めます。

  (2) 企業間交流の促進
 
　企業間のネットワークの強化を図り、交流を活発化させ、技術情報や経営情報など情報交換の促進を図ります。

主要事業
・ 企業誘致の推進

・ 企業間の情報の共有とネットワークづくり

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
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第３節

現況と課題

基本方針

施策の展開

2-3-① 階上ブランドの振興

町の魅力を高める地域ブランドの創出

　これからの産業振興には、町内外の人々から支持され、まちの魅力や価値、イメージアップを図ることが重
要となっています。本町では、県奨励品種に指定されている階上早生そばを使用してつくられる「階上早生階
上そば」を平成 19 年度に商標登録し、階上ブランドとして町内外へＰＲ活動を展開しています。
今後は、町も人もいきいきとなるよう、地域資源（自然、歴史、風土、景観、文化、産品、素材）を最大限に
生かした商品開発やサービスの提供など高付加価値化に取り組み、その価値が広く認知され求められるよう努
める必要があります。

　町内外の人々から「おいしい」「品質が良い」「安心」「安全」「食べたい」「買いたい」「行ってみたい」と評
価され支持されるよう、「いちご煮」や商標登録した「階上早生階上そば」をはじめとして、町の地域資源を生
かした階上ブランドの推進に努めます。

生産体制の強化支援
流通販売体制の確立 ・ 支援

 地域資源の再発見と地域イメージづくりの支援
階上ブランドの推進
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  (1) 生産体制の強化支援

　本町の名を冠した「階上早生階上そば」を高品質で安定的に生産するため、町内の堆肥を利用した循環型農
業の土壌づくりを推進し、生産者が統一した食品管理ができるような体制づくりを支援します。

  (2) 流通販売体制の確立 ・ 支援

　町特産物の都心での試験販売や専門家のアドバイスを取り入れるなど、消費者の動向を調査、研究し、販路
拡大につながるような体制の確立と情報発信を推進します。また、町内の消費拡大を図るため、その活動拠点
づくりを支援します。

  (3) 地域資源の再発見と地域イメージづくりの支援

　農林水産業をはじめ、地域ブランドとして可能性のある町のあらゆる産業の地域資源を見つめ直し、階上ら
しいサービスを提供できるよう、商品開発やサービスの作り手の育成・組織化への支援に努めます。
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主要事業
・ 階上早生そば振興事業

・ 階上そばのふるさとづくり

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
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第４節

現況と課題

基本方針

施策の展開

2-4-① 観光資源の活用と振興

地域資源を活用した観光の振興

　本町は、三戸郡下で唯一海と山のある町です。平成 25 年 5 月 24 日に三陸復興国立公園に階上岳・階上海岸
が指定されました。また、階上海岸を含む三陸海岸が三陸ジオパークに認定され、みちのく潮風トレイルの階
上ルートも設定されました。
　階上岳は、別名「臥牛山」と呼ばれ四季を通じて近隣市町村の憩いの山として親しまれ、階上海岸は、磯釣
りやキャンプ等が楽しめ、夏には涼を求める行楽客で賑わいをみせます。
　また、赤保内地区には奥州糠部三十三観音巡礼の一番札所にもなっている寺下観音や潮山神社があり、毎年
5 月の第 3 日曜日の例大祭には県内外から大勢の参拝客が訪れます。
　これまで、国道 45 号沿いに整備された「道の駅はしかみ」を広域的な観光物産の拠点として位置付け、道路、
イベントなどの情報提供や観光客の利便性を図るとともに、地場産品等を中心とし観光振興の促進に努めてき
ました。
　今後は、高速交通体系の整備や階上岳、階上海岸の国立公園指定に伴い、観光客の増加、行動範囲が拡大し
ていることから、当地の「食」・「歴史」・「文化」など地域のふれあいを重視した体験型観光を目指し、観光客
のニーズに合った受け入れ態勢の整備が課題となっています。

　観光施策への取り組みを図るため、階上岳や階上海岸等の保全を図るとともに、地域の歴史、文化、農業、
漁業を活用した観光拠点の形成に努めます。また、祭り等の年中行事などを活用したイベントの充実と積極的
なＰＲに努めます。

  (1) 地域資源の掘り起こしと体験型観光の推進

　県南のシンボルである階上岳や階上海岸を含む「三陸復興国立公園」は重要な観光資源であることから、今後、
更に農林水産業・食・文化・歴史などの観光資源の掘り起こしに努め、体験型観光を推進します。

地域資源の掘り起こしと体験型観光の推進
観光ネットワークの形成

観光事業の活性化及びＰＲ
観光資源の活用と振興
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  (2) 観光ネットワークの形成

  本町は八戸市の近郊に位置し、日帰り観光地、余暇活動の場としての立地条件に優れていることから、農業・
漁業など本町の産業と連携した観光資源情報の広域ネットワーク化を促進し、充実した余暇時間を提供するこ
とに努めます。

  (3) 観光事業の活性化及びＰＲ

　「いちご煮祭り」等の年中行事について、観光行事としての活用や商店活動と連携したイベントの開催促進な
どに努めるとともに、町民や八戸広域圏住民に向けた観光ＰＲの推進を図ります。

・ 町の魅力発見 ・ 発信 ・ おもてなし事業

・ みちのく潮風トレイルに対応した宿泊施設整備

・ ジオパークを中心とした観光事業

・ 情報発信の強化と広域観光の情報ネットワーク化

・ 観光協会活動への支援

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

主要事業



H A S H I K A M I  2 1 - P L A N110 第 3 部 第２章

第５節

現況と課題

基本方針

施策の展開

2-5-① 就労対策と雇用の安定化

働きやすい環境の整備

　中小零細企業は、大企業に比べ経営基盤が弱く、長期化する景気低迷により厳しい経営状況に置かれ、そこ
で働く勤労者の福利厚生や職場環境改善対策なども決して十分な状況とはいえません。
　今後も町内の中小零細企業で働く人々や出稼労働者の労働条件を高め、福利厚生や労働福祉の充実を促進し
ていく必要があります。
　また、勤労の場の創出とともに、勤労者の豊かな生活の確保と魅力ある職場づくりがなされるよう事業所に
対する継続的な支援と、町民の就労支援対策として関係機関との連携の下、高齢者や障がいのある人、女性など、
勤労意欲のある町民の積極的な就労支援に努める必要があります。

　企業等の協力を得ながら、勤労者や出稼労働者の健康管理の充実、事業所における福利厚生の充実、就労条
件の改善等を促進するとともに、勤労者や出稼労働者の意識啓発に努めます。また、社会的に弱い立場にある
人をはじめとする町民の就労促進と雇用の安定化に努めます。

勤労者福祉の充実
　勤労者の意識の啓発

　就労の促進
就労対策と雇用の安定化
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  (1) 勤労者福祉の充実

① 事業所に対して定期健康診断を行うよう指導し、 勤労者の健康管理体制を充実するとともに、
健康管理の必要性の啓発に努めます。

② 事業所における福利厚生の充実を促進するとともに、 関係機関と連携を図りながら、 資金援
助や融資制度等の福利厚生事業の充実を図ります。

③ パート ・ アルバイトなどの非常勤の勤労者も含め、 法に基づく就労条件が確保されるよう事
業所への啓発を図るとともに雇用の安定化に努めます。

  (2) 勤労者の意識の啓発

　勤労者や出稼労働者の労働問題に関する正しい認識や意識啓発を図るため、ハローワークの各種講座等の開
催案内を周知し、労働教育に努めます。



111第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

働きやすい環境の整備
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  (3) 就労の促進

① 国 ・ 県、 関係機関及び企業との情報交換を行うなど連携強化に努めます。

② 女性や高齢者、 障がいのある人、 出稼労働者の町内就業に努め、 雇用の安定化を図るととも
に就労機会を確保し拡大するため、 関係機関との連携による就職相談体制の整備を図ります。

主要事業

・ 勤労者の健康管理体制等事業所に対する指導

・ 労働教育の推進

・ Ｕターン情報の提供
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第 3 部 第２章

3第3部 第3章

第1節 豊かな生活を支える健康づくりの推進
① 健康づくりの推進
② 保健・医療体制の充実

第2節 ともに支えあう福祉社会づくりの推進
① 高齢者福祉の充実
② 児童福祉の充実
③ 障がい者（児）福祉の充実
④ 社会保障制度の充実
⑤ 地域福祉の推進
⑥ 少子化対策の推進

HASHIKAMI 21-PLAN

ともに生き支えあう
福祉のまちづくり

第 3 部 第３章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N112
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H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
第１節

現況と課題

基本方針

施策の展開

3-1-① 健康づくりの推進

豊かな生活を支える健康づくりの推進

　平成 25 年度に「健康はしかみ 21（第 2 期）」を策定し、更なる健康づくりの推進に向けて、個人・地域・
行政の役割を見直し新たなスタートを切りました。今後、地域の様々な活動とつながりを保ち、教室や地域活
動への参加促進、生活の質の向上や主観的健康度の向上を目指します。
　親子の健康づくりを検討する親子保健部門では、しつけや心の発達の支援に悩む親子が増加傾向にあります。
そこで、特に子どもの心と体の発達支援と育児不安への対応を重点に推進します。
　また、成人保健部門では、医療費の抑制や介護予防を推進するため、運動や食事、精神面を重点とした、健
康づくり事業の充実や参加者を中心とした自主グループへの活動支援を行い、誰もが健康づくりに取り組みや
すい環境づくりに努めており、平成 26 年度は、地区を中心に 6 グループが自主グループとして継続的に活動
しています。
　さらには、平成 25 年度に作成した、第 2 次階上町食育推進基本計画を下に、保健・教育・産業の幅広い関
係機関との連携による健康的な食生活の実践及び豊かな人間性の構築に結び付くよう推進していきます。

　「自分たちの健康は自分たちで守り育てよう」を基本に町民一人ひとりの取り組みを促進し、地域の自主組織
や関係機関との連携を強化しながら健康づくりに取り組みやすい環境づくりに努めます。
　また、町の自然や地場産品を活用した健康づくりに取り組み、町民一人ひとりが、健康になることによって、
町全体の活力、元気づくりにつながるよう関係機関等と連携し、健康づくりを推進します。

  (1) 親子の健康づくりの推進

①妊娠 ・ 出産への支援

　妊婦やその家族が妊娠・出産に関する知識や情報を共有し、家族全員で妊娠・出産に臨めるよう、窓口での
健康相談を積極的に推進し、ハイリスク妊婦等へ早期支援が可能になるようにします。また、妊娠中の健康情
報は、医療機関と連携し、地域で必要な情報を効率よく提供します。

親子の健康づくりの推進
成人の健康づくりの推進

食育の推進
健康づくりの推進
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第 3 部 第３章

② 子育て支援

　子育て支援センター及び子育てボランティアと連携し、乳幼児を持つ親が学習する機会や悩みやストレスを
解決できる場を設け、前向きに子育てできるよう支援します。今後は、身体的健康情報を基本とした育児情報
や技術に加え、精神面を重点として、しつけやコミュニケーションの取り方など、社会参加する上での基本的
な生活習慣の確立に向けて支援します。そのため、乳幼児精神保健従事者や保育士、教師等と連携し、相談や
教室等の開催をします。
　医療については、早期受診につながるよう、平成 26 年 8 月から乳幼児医療の現物給付化により対象保護者
の医療費の負担軽減に努めます。

③ 歯科保健の強化

　妊娠届時や離乳食教室、乳幼児健診等各機会における歯科指導の強化により、虫歯予防に対する親の意識を
高め、虫歯保有率の低下に努めます。また、保育園、学校との連携を深め、更に医療機関でのフッ素塗布につ
いても推進します。

  (2) 成人の健康づくりの推進

①特定健診 ・ がん検診

　特定健診及びがん検診の大切さを健康推進員と協力し、広く町民に伝えるとともに、関係機関と連携し、受
診しやすい体制づくりに努めます。また、若い世代が、受診できるように、個別通知や事業所や商工会と連携し、
ＰＲ活動に努めます。

②食生活改善事業の充実

　食生活改善推進員の養成講座を開催し、食に関する知識の普及を図ります。その際、新鮮な地場産品を活用
した食材を利用するよう工夫していきます。養成講座終了後は、自主グループとして活動する、食生活改善推
進員等による学習機会の充実を図り、町民の栄養改善に取り組み、疾病の予防と地域交流に努めます。

③豊かな生活を支える健康づくり推進事業

　日常生活の中に運動を取り入れられるよう健康教育等の機会を設け、個人の実践力を高めるとともに、身近
な集会所等を利用し、教室終了後も自主的に運動を継続できるよう活動支援します。
　また、平成 26 年度からは、協働の健康づくり支援事業を活用し、地域に根差した地域ぐるみの取り組みを
推進します。

④心の健康づくり事業

　心の健康づくりを含めた健康管理に対する町民の意識を高め、健康教室等へ積極的な参加を促します。また、
ハイリスクの対象者には、生活改善を図るとともに、医療機関や警察等と連携し早期受診、早期治療につなが
るように支援します。

第
３
章 

　 

と
も
に
生
き
支
え
あ
う
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り



115第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

  (3) 食育の推進

　小・中学生の朝食欠食や成人期の肥満解消、食文化伝承等について、関係機関等と連携し、子ども達が、自
分で健康に配慮した簡単な食事の準備ができるように、総合的に取り組んでいきます。

・ 妊娠 ・ 出産への支援の充実

・ 子育て支援の充実

・ 乳幼児健康診査の促進

・ 乳幼児等医療費給付事業

・ 特定健診 ・ がん検診の促進

・ 豊かな生活を支える健康づくり教室

・ 食育推進事業

・ 健康寿命延伸事業 
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主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

3-1-② 保健・医療体制の充実

　本町には私立の内科医院 2、歯科医院 4 の医療施設があります。しかし、第 1 次、2 次医療や診療科目が限
られていることなどから八戸市の医療施設に多くの町民が受診しています。
　今後は、社会環境の変化とともに、医療分野においては、高齢化の進行、医療費の増大、疾病構造の変化、
医療技術の進歩など、医療を取り巻く環境の変化に対応した総合的な地域医療体制の整備が求められ、八戸市
内を含む関係機関と連携しながら、保健医療体制の整備を図る必要があります。
　専門職種は、保健師 7 人体制で実施していますが、平成 12 年介護保険制度、平成 18 年障害者自立支援法施
行により分散配置され、より高い専門性が求められています。また、精神疾患の予防と早期治療のために平成
26 年度には、精神保健福祉士を 2 人採用しました。

　各分野での専門性を発揮し、ライフサイクルに応じた保健活動を実施するため、保健師及び関係職種の資質
の向上、地域自主組織の強化、既存施設の有効活用による健康拠点の整備など、保健活動の基盤整備に努めます。
　また、救急医療体制の整備、医療機関・警察や消防等の関係機関と連携強化を図り、多様化する町民のニー
ズに対応できる地域医療体制の質の充実に努めます。

  (1) 保健活動基盤の整備　

① 健康づくり関係組織の育成と、 地域リーダーの確保に努めます。

② 本町には、 健康推進員、 食生活改善推進員会、 母子や成人分野の自主活動グループが存在
し活動しています。 近年は、 町民の生活スタイルやニーズが複雑化 ・ 多様化し、 関わり方に
も工夫が必要になってきています。 健康推進員による健 ( 検 ) 診受診勧奨も、 地域の現状に
合わせ、 その方法を見直しながら実施  していきます。

③ 食生活改善推進員会、 運動サークル等とつながりを保ち、 町民主体となった活動の継続及び
充実を図ります。

④ 保健活動の充実に必要な保健師、 精神保健福祉士、 栄養士などの専門職員の資質の向上に
努めます。

保健 ・ 医療体制の充実
保健活動基盤の整備
地域医療体制の充実
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  (2) 地域医療体制の充実

① 医療機関や地域活動支援センター等の関係機関との連携を強化し、 質の高い医療サービスの
提供に努めます。

② 地域医療体制の整備に努めます。

主要事業
・ 地区組織活動の充実

・ 地域医療連携の推進
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第２節

現況と課題

基本方針

3-2-① 高齢者福祉の充実

ともに支えあう福祉社会づくりの推進

　本町の高齢化率は、平成 26 年 3 月末で 24.6％となり、年々高齢化が進み、寝たきりや認知症などの要介護
高齢者が増えてきています。
　また、核家族化の進行や働く女性の増加などにより、家庭における介護機能が低下していることから、施設
介護や在宅介護など社会的介護の必要性が高まっています。
　本町の高齢者福祉施設としては、老人福祉センター、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、認知症対応
型共同生活介護（グループホーム）、在宅での介護を支援する各種事業所等があります。
　平成 18 年 4 月には地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のための総合的な相談業務、介護予防、高齢
者の生活支援を包括的・継続的に行う機関として地域包括支援センターを設置し、既存の在宅介護支援センター、
社会福祉協議会と協力しながら福祉の充実に努めています。
　また、介護保険制度の改正等により、介護に係る様々なサービスに関して民間事業者、医療法人等が参入し
ており、多くの方の需要に対応できる体制が整備されましたが、今後は適切なサービスの提供に努めることが
重要となります。

　全ての高齢者が健康で生きがいを持ち、安心した生活を送れるよう、健康保持・増進のための健康管理体制
を充実するとともに、生きがいづくりと社会参加機会の拡充に努めます。
　また、介護を必要とする高齢者に対しては、介護保険制度に基づくサービスを提供するとともに、必要な施
設整備や保健 ･ 医療と連携した高齢者対策の推進に努めます。

保健活動基盤の整備
地域医療体制の充実保健 ・ 医療体制の充実

高齢化率の推移

平成 21 年度 21.4% 25.0% 22.7%
平成 22 年度 21.6% 25.3% 23.1%
平成 23 年度 22.1% 25.8% 23.3%
平成 24 年度 23.1% 26.7% 24.1%
平成 25 年度 24.3% 27.6% 25.1%

 区　分 階上町 青森県 全国
 

資料：介護保険の実態、人口統計
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施策の展開

ともに支えあう福祉社会づくりの推進

・ 老人クラブ等の育成 ・ 支援事業

・ ほのぼの交流員設置事業

・ ほのぼの交流会開催事業

・ ハート生き活き事業

・ いきいきシルバーバンク事業

・ 緊急通報体制整備事業

・ 定住自立圏あんしんカード事業

・ 高齢者相談窓口設置事業

・ 敬老会開催支援事業

第
３
章 

　 

と
も
に
生
き
支
え
あ
う
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

  (1) 生きがい対策、 社会参加の推進

① 老人クラブ活動の活性化などを通して、 高齢者の学習、 スポーツ、 ボランティアなどの地域
活動への参加を促進します。

② いきいきシルバーバンク事業の登録者を増やし、 臨時的かつ短期的な就業を通して、 高齢者
の健康と福祉増進を目指します。

③ 道路のバリアフリー化、 公共交通機関の整備など、 高齢者に優しい環境づくりに努めます。

  (2) 健康づくりと介護予防の推進

① 高齢者が健やかで生きがいを持ち、 安心して生活していけるよう、 疾病や要介護状態になる
危険要因についての情報の把握や評価を適切に行い、 生涯を通じた健康づくりを計画的に推
進します。

② 高齢者の要介護状態を予防し、 また、 要介護状態になった高齢者においても状態の維持 ・ 改
善に努めるとともに、 できる限り自立した生活を送ることができるようにするため、 連続的で
一貫性を持った総合的な介護予防事業を推進します。

  (3) 介護サービスの充実

① 状況に応じた多様なサービス提供を推進し、 効果的なサービス利用に努めます。
② 介護サービス提供機関との連携や相談体制の整備を推進し、 サービスの質の向上に努めます。

主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

3-2-② 児童福祉の充実

　平成 24 年 8 月に「子ども・子育て関連 3 法」が成立し、子どもを取り巻く教育・保育等の環境は大きな転
換期を迎えています。町では平成 25 年度に子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査を行いました。その
調査等によって把握された利用希望等を基に、平成 27 年度からの 5 年間を 1 期とする階上町子ども・子育て
支援事業計画を策定し、計画的な事業の実施に努め、教育・保育・子育て支援の充実を図ります。
　一方、死別や離婚による母子・父子家庭が増え、家庭における経済的 ･ 精神的不安定が、児童の健全育成に
影響を及ぼしています。本町では、民生委員・児童委員と連携し、生活の安定や生きがいづくりのための各種
支援制度など福祉対策を実施しています。子どもたちが心身ともに幸せな生活が送れるよう、実態に即した相
談や援助が受けられる母子 ･ 父子福祉体制の充実が必要です。

　多様化する保育ニーズに対応した体制の充実、子ども・子育て支援新制度の更なる周知、児童相談の充実など、
児童の健全育成のための環境づくりに努めます。また、母子・父子家庭のために必要な援助や相談、指導体制
の充実に努めます。

  (1) 保育環境の充実

　階上町子ども・子育て支援事業計画を策定し、計画的な事業の実施に努め、安心して子どもを生み育てられ
る環境の整備に努めます。

保育環境の充実
 母子 ・ 父子福祉の充実児童福祉の充実

児童福祉施設

 私 45 23 ○ 昭和 32 年 道仏字向 17 ‐ 3
 私 60 47 ○ 昭和 44 年 道仏字榊平 17-2
 私 120 117 ○ 昭和 55 年 角柄折字柳下 6-15
 私 80 78 ○ 昭和 56 年 道仏字天当平 1-327
 － － 50 　 －

施　設　名 公 ・ 私 開設年度定員
（人）

入所人員
（人）

学童保育
の充実 所　在　地

注）平成26年4月1日現在

道 仏 保 育 園
階 上 保 育 園
石 鉢 保 育 園
はまゆり保育園
広 域 保 育
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  (2) 母子 ･ 父子福祉の充実

　母子家庭、父子家庭の精神的・経済的安定を図り、児童の健全育成を推進するため、民生委員 ･ 児童委員と
の連携を強化し、相談活動や各種支援事業の充実に努めます。

・ 子どものための教育 ・ 保育給付事業

・ 地域子育て支援拠点事業

・ 放課後児童健全育成事業

・ ひとり親家庭等医療費給付事業
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主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

3-2-③ 障がい者（児）福祉の充実

　障がい者施策は、障がいのある人もない人も相互の個性の差異と多様性を尊重し、共に支え合いながら生活
できるという「共生社会」の考え方が基本となっています。これに伴い、障がい者福祉の方向性は、これまで
の施設福祉から障がい者の住む地域や家庭で福祉サービスを受ける地域福祉、在宅福祉へと移行しています。
今後は、「共生社会」の実現を目指し、障がい者の社会参加を促進するため、教育の充実、雇用 ･ 就業の促進、
生活環境の整備などを進めていくとともに、障がいの予防 ･ 早期発見 ･ 早期治療からリハビリテーションまで
一貫した保健 ･ 医療・福祉サービスが提供できる体制整備を進めていくことが課題となっています。

　「共生社会」の実現を目指し、町民一人ひとりが障がい者への理解を深め、共に助け合う環境づくりを進めま
す。また、障がい者の社会参加を支援するため、雇用環境や在宅福祉サービス、生活環境の向上など、自立の
ための基盤整備に努めます。

  (1) 障がい者への理解の普及と援護施策の充実

①　「共生社会」 の実現を目指して、 積極的な広報活動に努めます。

② 階上町障害者計画及び障害福祉計画に基づく在宅福祉サービスなど援護施策の充実を図ると
ともに、 必要に応じた計画の見直しを行います。

  (2) 生活支援と社会参加の促進

　障がい者の法律に基づくサービスの提供により、障がい者の生活支援と社会参加を促進します。

① 介護給付により、 施設や在宅生活において自立した生活を過ごせるように支援します。

② 訓練等給付により、 障がい者のリハビリテーションや社会参加を促進し、 雇用就業の促進に努
めます。

③ 必要な医療を早期に継続して受けられるように支援します。 また、 補装具等の支給により、
障がい者の自立を促進します。

④ 家族や支援者に対処方法等の保健福祉情報の提供をします。

⑤ 町民参加によるボランティア活動の推進などにより、 地域ぐるみの支援体制の確立に努めます。

障がい者への理解の普及と援護施策の充実
生活支援と社会参加の促進障がい者（ 児） 福祉の充実
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⑥ 教育関係機関と連携し、 障がい者の種別、 程度に応じた教育が受けられる体制づくりに努め
ます。

⑦ 道路や公共施設のバリアフリー化を推進します。

・ こころの健康づくり事業

・ 自立支援給付事業

・ 地域生活支援事業

・ 障害児通所支援事業

・ 重度心身障害者医療費助成事業

主要事業
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現況と課題

3-2-④ 社会保障制度の充実

　本町の生活保護世帯の動向をみると、被保護人員は平成 15 年度以降増加傾向が続いておりますが、
今後も、被保護世帯の生活実態を的確に把握するとともに、福祉事務所と連携を密にし、生活保護制
度の適切な運用に努めることが必要です。また、被保護世帯以外の低所得世帯について、関係機関と
の連携を強化しながら、生活相談・指導を充実し、自立支援に努める必要があります。

　本町では、被保険者の高齢化等により国保加入者が減少傾向にありますが、逆に、医療費は高度化
等により増加の傾向にあります。
　また、平成 12 年度から 40 ～ 64 歳の国保加入者については、介護保険料が国保税に上乗せされた
ため国保税が増額となり、また平成 20 年度の医療制度改革による国保税の賦課内訳の改正や世界的
な経済不況の影響も重なり、増収傾向にあった収納率も対前年比マイナスに転じるなど、健全な国保
事業運営が難しい状況が続いています。
　今後は、増大する医療費を抑制するため、特定健診・特定保健指導等による医療費の抑制対策や健
康づくりなどの各種保健事業を強化し、積極的に推進するとともに、国保税の平準化の維持、口座振
替による納税の推進、滞納整理などによる税収納率の向上対策に更に取り組む必要があります。

　後期高齢者医療制度は、老人保健制度に変わり平成 20 年 4 月 1 日より 75 歳（65 歳以上の一定以
上の障害のあると認定された方は 65 歳）以上の全ての方が加入する医療保険制度です。
　制度の運営は、県内の 40 市町村全てが加入する『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、町は
各種申請等の窓口業務や保険料の徴収業務を行なっています。
　今後は、保険料の特例措置撤廃が検討されていることから、早期の情報収集に努める必要があります。

　介護保険制度は、民間事業所の参入等により、希望するサービスを比較的受けやすい環境にありま
す。しかし、核家族化などによる家庭介護力の低下や、介護度の上昇（重度化）により、施設入所を
希望する人が増加しているものの、施設には限りがあるため在宅サービスの利用が増加傾向にありま
す。今後は、必要以上の介護サービス利用を抑制し、要介護者が効果的（現状維持、回復）なサービ
ス提供を受けられるような体制作りが必要となっています。

　国民年金制度は、全ての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な
国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。本町の国民年金１号被保険者の加入者数
はここ数年減少傾向が続いていますが、一方で高齢化に伴い、老齢基礎年金受給者が増加しています。
　本町では、全ての町民の年金受給権を確保するため、未加入者の解消に努めていますが、少子高齢
化や消えた年金問題により年金制度への不信感が強まり、特に若年層における無関心者が増えていま
す。このため、年金事務所との連携を図り、積極的な制度周知に努めることが課題となっています。
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国民健康保険加入状況

平成21年度 5,600 14,796 2,767 5,331 49.41 36.03 483,096 432,139 89.45
平成22年度 5,656 14,741 2,750 5,221 48.62 35.42 483,021 424,518 87.89
平成23年度 5,657 14,571 2,730 5,056 48.26 34.70 464,725 406,973 87.57
平成24年度 5,746 14,381 2,667 4,844 46.41 33.68 482,776 421,732 87.36
平成25年度 5,761 14,183 2,597 4,562 45.08 32.17 440,548 383,122 88.10

 総人口 ( 年度末 ) 国保加入 ( 年度末 ) 加入率 (%) 保険税 ( 一般の現年分 )  
         世　帯 人　員 世　帯 人　員 世 帯 人 員 調定額 収入済額 収納率(%)

（単位：千円）

区分

年度

後期高齢者医療費給付状況

平成21年度 1,577 1,088,221 995,438 90,056 690
平成22年度 1,637 1,181,793 1,081,902 97,995 722
平成23年度 1,673 1,223,978 1,123,324 98,161 732
平成24年度 1,721 1,258,763 1,155,564 101,450 731
平成25年度 1,785 1,374,195 1,262,955 108,567 770

 平均対象者数 費用額 保険者負担額 受給者負担額 １人当り年医療費
（単位：千円）

区分年度

介護保険認定者数の推移

平成21年度 3,152 463 38 42 99 81 84 47 72 14.7%
平成22年度 3,148 447 28 51 89 72 73 57 77 14.2%
平成23年度 3,219 487 29 48 99 92 73 61 85 15.1%
平成24年度 3,358 532 32 48 91 109 96 75 81 15.8%
平成25年度 3,467 559 31 57 93 109 89 94 86 16.1%

区       分 1 号被保険者 認定者数 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率
（単位：人）

国民年金加入者数と受給者数

平成21年度 3,142 892 4,034 54.0 2,927 272 64 12 1 3,276
平成22年度 2,963 863 3,826 52.6 2,947 286 60 11 0 3,304
平成23年度 2,829 851 3,680 52.0 3,020 290 54 10 0 3,374
平成24年度 2,600 818 3,417 53.7 3,144 291 53 9 0 3,497
平成25年度 2,379 808 3,187 56.0 3,230 295 53 8 0 3,586

 区　　分 1 号＋任意 3　号 合計 納付率 老齢基礎 障害基礎 遺族基礎 寡婦 老齢福祉 受給者数
（単位：人）

基本方針
　生活保護制度については、適正な運用と相談 ･ 指導体制の充実により、低所得世帯の生活の安定と自立の援
助に努めます。
　国民健康保険制度、後期高齢者医療制度については、加入者の健康増進と制度の適正運用に努めます。
　介護保険制度については、サービスの適切な提供に努めるとともに、制度の健全かつ円滑な運営を図ります。
　国民年金制度については、年金事務所と連携し、年金制度の周知と未加入者の加入推進を図ります。
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第 3 部 第３章

施策の展開

低所得者福祉の充実
国民健康保険事業の充実

後期高齢者医療の充実
介護保険事業の充実
国民年金制度の周知

社会保障制度の充実
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  (1) 低所得者福祉の充実

① 福祉事務所と連携を図り、 生活保護世帯の生活実態を的確に把握し、 適切な運用に努めます。

② 民生委員 ・ 児童委員や関係機関との連携を強化し、 低所得世帯に対する相談 ・ 指導体制の
整備を図ります。

  (2) 国民健康保険事業の充実

① 医療費を抑制するため、 特定健診 ・ 特定保健指導、 健康づくり事業など各種保健事業を強化
し推進に努めます。

② 国保税の平準化と、 納税意識の啓発、 口座振替制度への移行促進、 収納体制の整備などに
よる国保税の収納率向上に努め、 国保財政の健全化に努めます。

  (3) 後期高齢者医療制度の充実

① 青森県後期高齢者医療広域連合と連携し、 制度の仕組みや意義について正しく理解してもら
うように広報紙、 町のホームページや出前講座などの機会を活用して、 積極的な啓発活動に
よる制度周知を図るとともに、 制度の健全運営に努めます。

② 口座振替への促進を進め、 電話や文書等による督促により確実な保険料納付につなげます。

  (4) 介護保険事業の充実

① 口座振替の促進や収納体制の整備など財源となる介護保険料の確実な収納に努め、 事業の
健全な運営を図ります。

② 元気な高齢者が増えるよう、 介護予防事業の充実に努めます。

  (5) 国民年金制度の周知

① 年金事務所などの関係機関と連携し、 積極的な啓発活動による制度周知と未加入者の解消に
努めます。

② 保険料収納のため、 関係機関と連携し、 口座振替制度の周知を図ります。
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・ 低所得者福祉の充実

・ 国民健康保険事業の充実

・ 特定保健指導等の充実

・ 後期高齢者医療制度の充実

・ 介護保険事業の充実

・ 国民年金制度の周知
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現況と課題

基本方針

施策の展開

3-2-⑤ 地域福祉の推進

　少子高齢化や核家族化の進行、家族形態・生活形態の多様化、プライバシー意識の高まりなどから、地域で
のつながりや交流が稀薄化し、家族や地域での支え合うこと、協力し合うことが少なくなってきている一方、
福祉に対する要望は、年々複雑化・多様化しています。
　福祉のまちづくりを総合的に推進するため、町民のニーズを十分に把握し、町民一人ひとりが自立しながら、
お互いに地域で助け合い、各種団体等の協働により、必要なサービスを受けることができる地域社会づくりを
進めていく必要があります。

　町民が住み慣れた地域で安心して生活できる地域福祉社会を実現するため、福祉への理解を深めるとともに、
地域福祉を推進する体制の充実を図ります。

  (1) 福祉のまちづくりの推進

①広報紙、 ホームページ、 出前講座等により町民への地域福祉の啓発に努め、 地域全体で福
祉に取り組むまちを目指します。

②社会福祉協議会などの活動を通じて、 福祉意識の高揚と共生社会の実現を目指します。

③階上町地域福祉計画に基づき、 福祉のまちづくりを総合的に推進していきます。

  (2) 地域福祉の推進体制の充実

①　家庭や地域で共に支え合い、 誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、 町民と行
政との協働や、 医療機関と各種福祉施設、 民生委員 ・ 児童委員との連携による地域福祉の
ネットワーク化に努めます。

②　相互扶助の精神に基づき、 一人暮らしの高齢者などを地域で見守り支えていく、 地域ぐるみ
の福祉活動を促進します。

③　円滑な地域福祉活動のため、 民生委員 ・ 児童委員を中心にその機能を十分に発揮できるよ
う研修会等により資質の向上を図りながら、 その活動を促進します。

福祉のまちづくりの推進
地域福祉の推進体制の充実地域福祉の推進
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主要事業
・ 階上町地域福祉計画の推進

・ 地域福祉ネットワークづくり
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現況と課題

基本方針

施策の展開

3-2-⑥ 少子化対策の推進

　本町の出生数は、平成 21 年まで減少傾向にあり、近年においては、年間出生数は 80 人前後と横ばいの状況
にあります。また、合計特殊出生率においては、全国平均及び県平均を下回っており、少子化対策が喫緊の課
題となっています。
　

※合計特殊出生率
　女性が出産可能な年齢を 15 歳から 49 歳までと規定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産
　む子どもの数の平均を表したもの。

　町民が住み慣れた地域で安心して生活できる地域福祉社会を実現するため、福祉への理解を深めるとともに、
地域福祉を推進する体制の充実を図ります。

  (1) 少子化に対する意識の啓発

① 親や家族ぐるみの育児参加等の推進を図るため、 妊娠時期から窓口面接等での参加の呼び
かけや支援を展開します。

② 地域ぐるみの子育て支援に対する意識の啓発を促進します。 　

少子化に対する意識の啓発
子育てしやすい環境の整備少子化対策の推進

出生数

出生数 67 86 84 79 85
 H21 H22 H23 H24 H25

（単位：人）

資料：出生届出

合計特殊出生率

 国 1.37 1.37 1.39 1.39 1.43
 県 1.30 1.26 1.38 1.38 1.40
 階上町   1.34    

 H20 H21 H22 H23 H24
（単位：人）

資料：青森県保健統計年報

第
３
章 

　 

と
も
に
生
き
支
え
あ
う
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り



131第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

  (2) 子育てしやすい環境の整備

① 子育て世代のニーズを把握し、 より効果的な対策を図ります。

② 妊娠、 出産、 育児、 保育、 教育に関する切れ目のないサービスの提供を図るため、 関係機
関と連携し、 適切なサービスが受けられるようにします。

③ 地域での子育て支援の充実を図るため、 子育て支援センターやファミリーサポートセンターの
活用促進や、 児童委員、 主任児童委員、 健康推進員等と連携し、 育児負担の軽減を図るとと
もに、 見守りや声掛けの充実を促進します。

④ 経済的支援については、 国の制度を活用しながら、 迅速かつ効果的な導入に努めます。

⑤ 乳幼児医療費給付については、 段階的に対象者の枠を拡大するよう検討します。

主要事業
・ 母子保健福祉の充実

・ 子ども医療費給付事業
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3第3部 第4章

第1節 豊かな心と個性を育む教育の充実
① 義務教育の充実
② 高等教育の充実
③ 青少年の健全育成

第2節 生きがいのある生涯学習の推進
① 生涯学習環境の整備
② 生涯学習事業の充実

第3節 地域に根ざした文化・スポーツの振興
① 芸術・文化の振興
② 文化遺産の保全
③ スポーツ・レクリエーション活動の振興

HASHIKAMI 21-PLAN

未来をになう人づくり

第 3 部 第４章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N132



133第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

第１節

現況と課題

4-1-① 義務教育の充実

豊かな心と個性を育む教育の充実

　本町では「美しい自然と豊かな伝統文化の継承」と「階上町民憲章」の趣旨の具現を基本に、主体的に行動
できる児童生徒を育成するため、「教育は人づくり」という視点に立ち、21 世紀をたくましく生き抜く子ども
達の育成を目指しています。
　社会状況の急激な変化により、子ども達の生活は大きく変わり、既存の価値観も揺らいでいます。これらの
変化が、子ども達の心身の発達に影を落とし、学ぶことの意義や意欲の低下につながっていくことが懸念され
ます。
　このような状況を鑑み、今最も学校教育に求められていることは、子ども達の向上心や学ぶ意欲、その源と
なる夢や志の実現を基本とする「夢を育む教育の推進」です。このため、学校教育の在り方について改めて理
解を図り、「自ら学び自ら考える力などの確かな学力を身につける（知）」「他人を思いやる心、感動する心など
の豊かな心を育む（徳）」「確かな学力や豊かな心の基盤となる健やかな体を育む（体）」の充実に努めます。

児童生徒数及び学級数の推移

 27 3 20 3 18 3 19 3 17 4
 313 13 296 13 285 13 269 12 261 11
 270 13 257 12 243 12 235 12 230 11
 18 3 19 3 - - - - - -
 4 1 - - - - - - - -
 114 7 119 7 118 7 112 7 98 7
 66 6 67 6 71 6 62 6 62 6
 50 6 49 6 47 5 39 4 32 4
 862 52 827 50 782 46 736 44 700 43
 372 13 342 12 354 12 338 12 321 11
 165 7 139 6 114 6 111 6 114 6
 537 20 481 18 468 18 449 18 435 17
 25 3 20 3 18 3 15 3 8 3
 7 - 6 - 6 - 3 - 3 -
 16 4 16 3 14 4 13 2 12 2
 6 - 6 - 6 - 4 - 2 -

 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年
児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数

注）各年5月1日現在

資料：学校基本調査

階 上 小 学 校
石 鉢 小 学 校
赤 保 内 小 学 校
金 山 沢 小 学 校
登 切 小 学 校
道 仏 小 学 校
大 蛇 小 学 校
小 舟 渡 小 学 校
　 小 学 校 計
階 上 中 学 校
道 仏 中 学 校
　 中 学 校 計
田 代 小 学 校
　うち階上町分
田 代 中 学 校
　うち階上町分

区分

学校名
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基本方針

施策の展開

　知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな幼児児童生徒を育成するため、「教育は人づくり」という視点に立ち、
学校運営に創意工夫を凝らし、一人ひとりに生きる力と夢を育む学校教育の推進に努めるとともに、国際理解
教育、環境教育など社会情勢の変化に対応した教育環境づくりを進めます。
　また、近年社会的問題となっている「いじめ」については、子どもたちの健やかな成長の阻害となるばかり
でなく、将来の希望を失わせるなど深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、未然に防止することに努めます。
　学校施設は、計画的な改修に努めるとともに、全ての障がいのある子どもたちが、生活や学習上の困難を主
体的に改善または克服するために、その持てる力を発揮し、自立や社会参加が出来るよう、一人ひとりの教育
的ニーズを把握し適切な指導及び必要な支援に努めます。

  (1) 確かな学力

① 一人ひとりの子どもが各教科及び総合的な学習の時間等に主体的に取り組み、 確かな学力を
身に付けることができるよう、 個々の能力 ・ 適性に応じた指導と学習習慣の育成に努めます。

小 ・ 中学校の状況

 4  8  6  12  18  1,496  651  15,989 
 12  25  147  115  262  3,398  976  16,797 
 8  16  105  100  205  3,450  1,087  19,769 
 7  14  49  51  100  2,809  915  11,707 
 5  10  29  22  51  1,947  825  15,870 
 4  8  13  11  24  1,896  802  11,977 
 40  81  349  311  660  14,996  5,256  92,109 
 10  25  134  151  285  4,449  1,314  38,039 
 5  14  56  53  109  3,845  1,799  48,799 
 15  39  190  204  394  8,294  3,113  86,838 
 55  120  539  515  1,054  23,290  8,369  178,947  

 創立年月日 学級数 教員数
 児童生徒数 施　　　　　設 

 男 女 計 校舎（㎡）  校地（㎡）
明　8.10.30
明45.　7.　1
明33.　4.20
明　7.　9.13
明34.　4.　9
明35.　4.13

注）平成26年5月1日現在

区分

学校名

階 上 小 学 校
石 鉢 小 学 校
赤 保 内 小 学 校
道 仏 小 学 校
大 蛇 小 学 校
小 舟 渡 小 学 校

昭22.　4.　1
昭22.　4.21

階 上 中 学 校
道 仏 中 学 校

大 11. 6.20田 代 小 中 学 校

小 　 学 　 校 　 計

中　学　校　計
合　　　　　　計

屋内運動場及び
体育館（㎡）

 小2 7  3  4  7 
 中2 6  4  6  10 

1,635  825 11,505

確かな学力
児童生徒の健全育成

教育環境の整備
キャリア教育の推進

※インクルーシブ教育システムの構築

義務教育の充実
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※インクルーシブ教育
障がいのある子どもを含む全ての子どもに対して、子ども一人一人の教育的
ニーズにあった適切な教育的支援を「通常の学級において」行う教育の事。
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② 一人ひとりの子どもが、 人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を具体的な生活の中で生か
し得るよう道徳性の育成に努めます。

③ 一人ひとりの子どもが、 我が国や諸外国の文化や伝統に関心と理解を深め、 国際社会に貢献
できるよう、 国際理解教育の推進に努めます。

④ 教育要領の趣旨と内容を踏まえ、 町内保育園が、 各領域の狙いや内容に沿った保育計画を策
定するために、 小学校との共通理解を深め、 教育の連続性の確保に努めます。

  (2) 児童生徒の健全育成

① 一人ひとりの子どもが望ましい集団や豊かな体験の中で互いの個性を認め合い、 協力してよ
りよい生活や人間関係を築いていくことができるよう、 主体的 ・ 実践的な態度の育成に努め
ます。

② 小学校と中学校の教育活動の違いについて広く共通理解を深め、 連携して効果的な教育方法
等を調査し、 教育の一貫性の確保に努めます。

③ 児童生徒を取り巻く社会環境の変化に対応しながら、 地域ぐるみの健全育成を進めるため、
スクールボランティア等の活用を図りながら、 学校 ・ 家庭 ・ 地域 ・ 各種団体との連携に努め
ます。

④  「いじめ」 は、 全ての子ども達に関係する重大な問題であることに鑑み、 子ども達が安心して
学習その他の活動に取り組むことができるよう、 学校の内外を問わず、 防止することに努め
ます。

  (3) 教育環境の整備
 
　児童生徒が多くの時間を過ごす学校施設は、教育を行う場であり地域コミュ二ティの核となる施設であるこ
とから、安全で安心して利用できる施設として維持管理していく必要があります。このため、施設の経年によ
る劣化を検査し、適切な補修計画を策定しながら、施設・設備の安全管理に努めます。

  (4) キャリア教育の推進

　子ども達の進路や発達をめぐる環境の変化により、学校教育において勤労観や職業観を育成することが不可
欠な時代を迎えています。家庭や地域と連携し、「生きること」や「働くこと」に係る体験的な学習を通して、
児童生徒一人ひとりの勤労観や職業観を育成するキャリア教育を進め、「生きる力と夢を育む教育」の推進に努
めます。

  (5) インクルーシブ教育システムの構築

① 学習障がい等のある児童生徒一人ひとりの状況を把握し、 保護者の意見を踏まえた個別の支
援計画を策定するため教育支援委員会の充実に努めます。

②障がい等のある子どもや特別な教育的支援を要する子どもに対し、 学校生活の支援を行う支
援員の派遣に努めます。
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・ 階上町教育振興会事業

・ 語学指導研修事業

・ 保育園等との連携

・ 特別活動推進支援事業

・ 小中連携事業

・ 地域教育力の活用

・ 生きる力を育む教育推進事業

・ PTA ・ 関係機関等との連携

・ 学校財産管理事業

・ 教育用コンピューター整備事業

・ 学校備品整備推進事業

・ 学校施設 ・ 設備の安全管理

・ 災害及び防犯に備えた安全管理

・ 食育の推進

・ 特別支援教育推進事業

・ 教育支援員派遣事業

・ 理科観察実験アシスタント配置事業
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主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

4-1-② 高等教育の充実

　本町の高校進学率は、平成 25 年度に 100％となり、近年 90% 後半の状態が続いています。
　八戸市や遠方の大学及び専門学校への進学や、高等学校などへの進学に伴う家庭の経済的負担を軽減するた
め、平成 19 年度に奨学金の貸与額の上限額を上げるなど、その利用促進に努めています。
　今後は、奨学金制度の効率的な運用を進めるため、金融機関による償還金の口座振替制度を拡充する必要が
あります。

　夢を育み、それに向かって意欲的に学ぶ子ども達を支援するため、将来の生き方に関する様々な情報の提供
や相談体制を整備するとともに、経済的な支援につながる奨学金制度の充実や活用に向けた普及・啓発に努め
ます。

  (1) 奨学金貸与事業の充実　

　意欲と能力のある子どもに「教育を受ける機会」を保障し、進学率の向上に合わせて奨学金制度の一層の充
実に努めます。

卒業後の進路状況
中 学 校
卒業者数

高校進学者数    
進学者数 就業進学者数 就職者数 無業者数 その他

進学率区分

 平成21年度 167 165 0 0 2 0 98.8%
平成22年度 201 196 0 4 1 0 97.5%
平成23年度 171 168 0 0 3 0 98.2%
平成24年度 168 167 0 0 1 0 99.4%
平成25年度 147 146 1 0 0 0 100.0%
平成26年度 152 151 0 0 1 0 99.3%

奨学金貸与事業の充実高等教育の充実

主要事業
・ 奨学金貸与事業

・ 教育相談の充実
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現況と課題

基本方針

施策の展開

4-1-③ 青少年の健全育成

　本町では、教育相談事業の充実や自然体験活動をはじめとする豊かな体験ができる事業の実施などを通して、
地域ネットワークづくりに取り組んでいます。
　それに加え今後は、青少年問題協議会などの青少年の健全育成に関係する組織、機関などの統一した活動の
展開と、地域リーダーの育成による自主的活動の推進などを強化し、地域ぐるみで健全育成活動を積極的に進
めることが必要です。

　青少年一人ひとりが自らの将来に希望を持ち、「生きる力」を育むため、家庭、学校、地域社会における教育
力の充実と連携強化を図り、地域ぐるみで健全な青少年を育成するための明るい社会と青少年の自主的活動の
環境づくりに努めます。

健全育成活動の推進
青少年活動の充実青少年の健全育成

第
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  (1) 健全育成活動の推進

① 青少年の健全育成に向け関係機関、 組織の活動を充実させるとともに、 相互の連絡を密にし、
統一した活動を展開します。

② 家庭、 地域社会の教育力を強化し、 登下校時の交通安全運動やあいさつの声かけ運動など、
学校と連携して地域ぐるみで啓発活動や環境浄化運動を展開します。

③ 教育相談員 ( カウンセラー ) や小中高等学校の生活指導担当者などとの連携による相談 ・ 指
導活動の充実を図ります。

④ 教育と福祉の連携促進により放課後 ・ 土曜日等に子どもが安心して活動できる場の確保を図
るとともに、 家庭、 学校、 地域等多様な主体との連携に努め、 学校と放課後 ・ 土曜日等の学
びがつながる仕組みづくりを推進します。

⑤ 子ども会は、 地域の子どもや青少年を育成する重要な活動であることを再認識し、 子どもの
親だけでなく地域の大人たちが指導者 ・ 世話人として継続的に関われるよう支援します。

  (2) 青少年活動の充実

① 指導者の養成、 ジュニアリーダー、 シニアリーダーの育成確保に努めます。

② 子ども会の活性化や青少年を対象とした事業の実施などにより、 青少年の自主的活動を推進
します。
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主要事業

・ 放課後児童健全育成事業

・ 放課後子ども教室推進事業

・ ジュニアリーダー等の育成確保と支援
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第２節

現況と課題

基本方針

施策の展開

4-2-① 生涯学習環境の整備

生きがいのある生涯学習の推進

　本町では、石鉢ふれあい交流館、ハートフルプラザ・はしかみ、道仏公民館の 3 か所で公民館講座を行って
います。これらの施設は図書館機能も兼ねており、さらに図書検索システムが導入されたことから、利便性が
高くなったものの、町民からは学習できる場の提供が望まれています。
　また、本町では、広報紙やホームページのほか、「学習ウォッチング」を毎年発行し、様々な学習機会の情報
提供を行っています。
　今後は、生涯学習推進のまちづくり推進計画の見直しとともに、地域別や年齢別のニーズ調査等を行い、生
涯学習を進める上で誰もが参加しやすい環境をつくることが必要です。

　生涯学習推進体制の充実と学習活動の拠点となる施設の整備に努めます。また、行政・学校・地域・関係機
関等との連携を広域的に充実させ、生涯学習のネットワーク化を図ります。
　また、町民がいつでも気軽に学習ができるよう、老朽化した民俗資料収集館と図書館機能を併せ持った学習
施設の整備について検討します。

生涯学習推進体制の充実
 生涯学習施設の整備

 学習情報の提供 ・ 相談活動の充実
生涯学習環境の整備
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  (1) 生涯学習推進体制の充実

① 生涯学習推進体制の整備や連携事業の検討、 庁内での情報共有 ・ 連携を密にし、 関係機関
とのネットワーク化を図ります。

②　 「まちいっぱい 学びの花咲く はしかみちょう」 を基本理念とした、 生涯学習のまちづくりを推
進します。

  (2) 生涯学習施設の整備

① 既存施設の整備充実を図り、 地区生涯学習の場としての機能の向上を図ります。

② 学校施設を生涯学習施設として地域に開放し、 情報提供や施設の活用促進に努めます。

③ 計画的な蔵書、 視聴覚資料など図書資料の充実に努めます。

④ 図書館の整備について検討します。
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  (3) 学習情報の提供 ・ 相談活動の充実

① 広報紙やホームページへの掲載、 学習ウォッチングの発行など、 町民に必要な生涯学習情
報を提供できるようネットワークの整備に努めます。

② 相談窓口の整備など、 学習相談体制の充実を図ります。

・ 生涯学習推進体制の整備

・ 生涯学習推進のまちづくり推進計画の見直し

・ 既存施設の整備 ・ 充実

・ 学習情報を提供するネットワークの整備
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主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

4-2-② 生涯学習事業の充実

　本町では、学習成果が個人のためにも地域のためにも生かされるような仕組みづくりとして、平成 15 年度
に学習活動支援システム「マナバンク」を設置し、人財の確保や学習活動の場の拡充に努めています。また、
生涯学習の推進には、学習団体の育成と指導者や地域リーダーの養成をすることが必要です。
　それに加え今後は、それぞれが目的をもって自主的に活動しやすい環境づくりに努めるとともに、学んだこ
とが適切に評価され、生かされる環境づくりを支援していくことや、新たな人財育成の一環として講座を開催
することなども必要です。

　多様化する町民の生涯学習ニーズに応えるため、様々な分野での学習機会の提供と学習内容の充実を図ると
ともに、町民の自主的・自発的な学習活動支援を行います。
　また、学習成果がより効果的に生かされるよう、マナバンクの積極的な活用をはじめ、評価システムの検討や、
指導者の養成と確保に努めます。

  (1) 生涯学習事業の拡充

① ※ライフステージや変化する社会情勢などに対応した学習機会の充実とその成果を生かせる
環境づくりに努め、 計画的な事業の推進を図ります。

② 町民の学習ニーズの把握に努め、 多様な分野 ・ 段階の講座、 教室の開催など学習機会の拡
充と学習内容の充実に努めます。 また、 地域住民が学習を自ら企画し運営することにより、
自立した個人やコミュニティの形成を図ります。 さらに、 職員による出前講座の活用を推進し、
行政分野の学習機会の充実に努めます。

③ 広報活動、 イベントの開催等を通して、 生涯学習の普及 ・ 啓発に努めます。

マナバンク登録者数の推移

 個　人 17 16 15 14 10 9
 団　体 6 7 6 7 6 6
 施　設 14 14 14 13 13 11

 区　分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
（単位：人）

生涯学習事業の拡充
生涯学習活動支援体制の充実

生涯学習事業の充実
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  (2) 生涯学習活動支援体制の充実

① 自主的なグループ、 サークルなど、 学習団体の育成と支援体制づくりを推進します。

② マナバンクの積極的な活用を促進し、 多様な学習活動に対応できる人財の確保、 養成を図り
ます。

③ 地域住民や関係機関との連携を図り、 相互協力をして生涯学習を促進していくための体制づ
くりに努めます。

※ライフステージ
　人間の一生において節目となる出来事（出生、入学、卒業、就職、結婚、出産、子育て、退職等）によって区分される生活環境の段階のこと。

マナバンク登録者数の推移

 個　人 17 16 15 14 10 9
 団　体 6 7 6 7 6 6
 施　設 14 14 14 13 13 11

 区　分 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
（単位：人）

・ 生涯学習事業の計画的な推進

・ 生涯学習機会の拡充と内容の充実

・ 団体 ・ グループ等への活動支援

・ 生涯学習ボランティア活動の推進

・ マナバンク登録の促進
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第３節

現況と課題

基本方針

施策の展開

4-3-① 芸術・文化の振興

地域に根ざした文化 ・ スポーツの振興

　本町では、町文化協会が設立されて 10 年以上が経過し、加盟団体や新たな自主グループの活動も増え、総
合的な文化活動の推進が図られつつあります。
　今後は、既存の公共施設を活用するなど、芸術・文化団体等の活動、組織の強化、指導者の育成・確保、質
の高い文化事業の展開に対して支援していくことが必要です。

　文化事業の推進や文化施設の整備に努め、町民が優れた芸術 ･ 文化に触れることのできる環境づくりと様々
な芸術 ･ 文化活動に参加しやすい体制づくりを進めます。また、町民の自主的な文化活動を支援し、豊かで個
性ある町民文化の創造に努めます。

芸術 ・ 文化活動の推進
文化施設等の整備芸術 ・ 文化の振興
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  (1) 芸術 ･ 文化活動の推進

① 町民が優れた芸術 ･ 文化に触れる機会の提供に努めます。

② 町文化協会を中心に芸術 ･ 文化団体相互の交流促進を図るとともに、 各種活動を支援し、 指
導者の育成と確保に努めます。

  (2) 文化施設等の整備

① 展示コーナーの設置など、 年間を通じて作品展が開設できるよう、 公民館などの文化 ・ 生涯
学習施設の適正な整備を進め、 その利用促進に努めます。

② 町民の文化水準を高めるため、 広域市町村の施設を利活用した芸術 ・ 文化の発表会等を検
討します。



145第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

地域に根ざした文化 ・ スポーツの振興

主要事業
・ 町民文化祭事業

・ 町民文化賞表彰事業
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現況と課題

基本方針

4-3-② 文化遺産の保全

　本町の文化財は、国指定の無形民俗文化財えんぶり 3 組、文化庁記録選択 ･ 県指定の平
ひらないけいばい

内鶏舞、県指定の
赤
あかほないこまおど

保内駒踊り、町指定の道
ど う ぶ つ か ぐ ら

仏神楽、西光寺ナニャドヤラなど芸能の数、種類とも多く、これらの保存伝承活動は、
町南部芸能協会を推進母体に、各組・保存会で行われています。
　また、それぞれの地域において郷土の伝統文化の伝承活動を行い、学校 ･ 地域・保存団体が一体となって、
伝承活動に努めています。しかし、少子高齢化の影響などにより伝統文化の担い手が年々減少傾向にあります。
今後、保存・継承のための映像記録保存や、後継者養成に一層力を入れていくことが必要です。
　さらに、「蛇

へびぐち

口胤
たね

年
とし

願
がんしゅ

主安
あんせい

政 4 年願
がんもん

文額
がく

」などの町指定有形文化財 10、天然記念物（県指定 2、町指定 2）のほか、
埋蔵文化財は、登録件数 91 遺跡に上りますが、開発などに伴い、今後とも増加するものと思われます。
　今後も、これらの文化財保護を図るため、学校教育、生涯学習、観光などの分野で、文化財を積極的に広報
していくことが必要です。

　本町の貴重な財産である文化財を次の世代に継承していくため、積極的な保存と活用を図るとともに、町民
の文化遺産に対する理解の促進に努めます。

文化財の保存と活用
埋蔵文化財の保存

文化遺産の保全

施策の展開

  (1) 文化財の保存と活用

① 無形民俗文化財、 天然記念物等町の文化遺産である文化財の積極的な保護・保存に努めます。

② 町の歴史や文化を学ぶ学校教育、生涯学習活動を促進し、文化財保護思想の啓発に努めます。

③ 伝統行事、 伝統芸能を保存するため、 後継者の育成を図り、 特色ある地域文化の創造に努め
ます。

④ 生活文化の歴史を伝える貴重な民俗資料の収集保存と公開活用に努めます。

⑤ 点在する文化遺産を結ぶルートを設定し、 観光分野での活用に努めます。

  (2) 埋蔵文化財の保存

① 埋蔵文化財包蔵地における開発行為等は、 的確な事前把握と事業者との協議による計画的
な発掘調査に努め、 記録保存を図ります。

② 埋蔵文化財出土品及び民俗資料等について、 既存施設及び新規施設を利用した保存展示施
設の整備について検討します。
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主要事業

・ 民俗芸能の後継者養成及び伝承活動の推進の支援

・ 小中学校の地域伝統文化伝承活動の継続と支援

・ 開発事業に伴う埋蔵文化財の計画的な発掘調査の実施
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現況と課題

基本方針

施策の展開

4-3-③ スポーツ・レクリエーション活動の振興

　本町のスポーツは、体育協会、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ等の団体が主に活動を担ってい
ます。これらの団体は競技力向上や、スポーツ活動の普及促進など、様々な形で活動を行っています。しかし、
地域におけるスポーツ・レクリエーション活動に対する要求の高まりや多様化、少子高齢化による世代間バラ
ンスの変動により、これまで以上に生涯にわたってスポーツに親しめる環境づくりが求められています。また、
町立体育館をはじめ既存の施設は、老朽化による補修が必要であり、町民ニーズに合わせた計画的な整備が必
要となっています。

　町民が生涯にわたり健やかで活力に満ちた生活を送ることができるよう、各種スポーツ関係団体と連携をと
りながらスポーツ推進活動を促進するように努めます。また、地域におけるスポーツ活動を促進し、多様化し
ている町民のスポーツ・レクリエーション活動へのニーズに応えるため、計画的な施設の補修、整備に努めます。

スポーツ ・ レクリエーション活動の推進
スポーツ施設の充実

スポーツ ・ レクリエーション
活動の振興
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  (1) スポーツ ・ レクリエーション活動の推進

① 体育協会 ・ 加盟競技協会、 スポーツ少年団、 総合型地域スポーツクラブ等、 自主活動団体
の育成を促進し、 地域スポーツ活動を活性化し、 各種競技団体の底辺拡大、 青少年の健全
育成を支援します。

② 各種競技団体と連携を図り、 競技スポーツの強化 ・ 支援に努めます。  

③ 多様なスポーツ ・ レクリエーション活動へのニーズに対応するため、 スポーツ推進委員の資
質の向上と育成に努め、 ニュースポーツの普及促進に努めます。

④ 町民プールとトレーニング室の複合利用や、 健康スポーツやエクササイズ等の専門的な知識
を有するインストラクターにより、 町民の健康増進のための効果的な指導の充実に努めます。

  (2) スポーツ施設の充実

① 町内 2 か所の体育館の計画的な補修 ・ 整備により、 利用者の利便性の向上を図るとともに、
学校施設を地区スポーツ施設として開放できるよう検討します。 また、 バリアフリー化等によ
る共生社会の実現を推進します。

② 多様化する町民のニーズに応えるよう、 効率的な既存施設の活用を推進します。
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・ スポーツ振興事業

・ スポーツ指導者の育成

・ 健康増進事業

・ スポーツ賞表彰事業

・ スポーツ施設の整備

主要事業
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第 3 部 第１章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N150

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

3第3部 第5章

第1節 協働によるまちづくりの推進
① 協働のまちづくりの推進

第2節 地区まちづくり計画の推進
① 地区まちづくり計画の推進・支援の充実

HASHIKAMI 21-PLAN

協働によるまちづくり

第 3 部 第5章150 H A S H I K A M I  2 1 - P L A N



151第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
第１節

現況と課題

基本方針

施策の展開

5-1-① 協働のまちづくりの推進

協働によるまちづくりの推進

　本町では、平成 19 年 4 月に、階上町協働のまちづくり条例を制定し、これに基づき町内の 19 行政区全てに
おいて地区まちづくり計画が策定されました。また、平成 24 年度には各行政区において前期計画の見直しを
行い、地区まちづくり計画の「後期計画」が策定されました。
　今後は、町民と行政との情報の共有化を図り、町民のまちづくりに対する意識を高め、協働のまちづくりを
より一層推進していくことで、これからのまちづくりに求められるものを抽出・分析しながら、めまぐるしく
変化する社会情勢に対応できるよう地区の環境づくりに努めていきます。

　これまで町で取り組んできた「町民と行政との協働のまちづくり」の更なるステップアップを目指し、より
一層、協働のまちづくりの推進に努めます。そのために、町民の自主的な取り組みやまちづくりへの参加意識
の向上を図り、町民が自主的・主体的に活動できるよう、町民主導のまちづくりシステムの構築に取り組みます。

情報の共有化
人財育成

協働の取り組みへの支援
協働のまちづくりの評価

協働のまちづくりの推進

第
５
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  (1) 情報の共有化

　町民と行政が対等な立場になるために、町民も行政も積極的に情報を分かりやすい形で提供し合いながら、
互いの距離を縮めていくよう情報の共有化を図ります。

  (2) 人財育成

　「人づくりはまちの財産づくり」を合い言葉に、個人としての人財に限らず、町民活動を担う団体を含む組織
も育成する視点に立って、「人財育成」に努めます。また、行政職員については、町民の目線に立ち、町民の声
を聴くことができるよう、職員の資質の向上に努めるとともに、各地区の各種行事への積極的な参加に努めます。

  (3) 協働の取り組みへの支援

　町民自身が行う分野や、町民と行政が共同で行う分野の拡大を図るため、町民活動や異業種ネットワークづ
くりといった、みんなが参加したくなる町民発案の「協働事業」への支援に努めます。
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第 3 部 第５章

  (4) 協働のまちづくりの評価

　「協働のまちづくり」への意識改革と、「協働のまちづくり」を推進し継続させていくために、評価制度を活用し、
協働で行う活動に対して評価や成果を公表することにより、更なる取り組みへのステップアップを図ります。

・ 協働の相談窓口の活用推進

・ 出前講座の実施

・ 職員への協働の啓発と質の向上

・ 地域リーダーづくり

・ 事業の評価と公表

・ 協働のまちづくりアクションプランの実行

第
５
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主要事業



153第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
第２節

現況と課題

基本方針

施策の展開

5-2-① 地区まちづくり計画の推進・支援の充実

地区まちづくり計画の推進

　本町では平成 18 年度に 2 行政区、平成 19 年度には 17 行政区と、全ての行政区において地区まちづくり計
画が策定されています。地区まちづくり計画は、それぞれの地区の総意をもって作成されたものであり、施策
も多種多様な内容となっています。平成 24 年度には、各行政区で前期計画の見直しを行い、各事業の今後の
方向性を検討した上で、後期計画の策定が行われました。
　今後は、この地区まちづくり計画を着実に進めるために各事業に対する取り組みへの支援に加え、地区ごと
にまちづくりに対する取り組みに格差を生じさせないための体制づくりをする必要があります。また、後期計
画が平成 29 年度で終了となることから、それ以降の計画についても検討する必要があります。

　後期計画策定後も、計画どおり事業が進んでいるか行政区長と連絡を密にし、計画の進捗状況を把握しながら、
事業の推進・支援に取り組みます。

  (1) 推進 ・ 支援体制の充実

① 地区まちづくり計画を町の他の計画へ反映させるため、 各計画の期間の終了時や策定段階に
おいて、 地区まちづくりも含めて検討を行うような仕組みづくりの整備に努めます。

② 事業の進捗状況や取り組み状況など、 地区まちづくり計画について評価や点検が行えるよう
な体制の整備に努めます。

③ これまで行われてきた協働のまちづくり支援事業のほか、 協働の健康づくり支援事業や地区
計画推進交付金などにより、 地区まちづくり計画の各事業の取り組みに対して助成金を交付し
ます。

推進 ・ 支援体制の充実地区まちづくり計画の
推進 ・ 支援の充実

・ 地区まちづくり計画の他計画への反映の仕組みづくり

・ 地区まちづくり計画の評価体制の整備

・ 協働のまちづくり支援事業

・ 地区計画推進交付金事業

・ 協働の健康づくり支援事業

第
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主要事業
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第 3 部 第１章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N154

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

3第3部 第6章

第1節 町民参加の推進
① 情報化と情報提供の推進
② 広報・広聴の充実
③ 地域間交流の促進
④ 国際交流の促進

第2節 男女共同参画社会づくりの推進
① 女性の社会参加の促進

HASHIKAMI 21-PLAN

町民参加によるまちづくり

第 3 部 第６章154 H A S H I K A M I  2 1 - P L A N



155第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
第１節

現況と課題

基本方針

6-1-① 情報化と情報提供の推進

町民参加の推進

　本町では、庁内※ＬＡＮを構築し、※オンラインシステムや※グループウェア、さらにホームページ等を運用し
ながら効率的な行政サービスに取り組んできました。また、増加する情報を利活用し、新しい価値を共創する
時代に対応できる光ファイバーケーブルを整備しました。これにより、町内のほぼ全域で超高速ブロードバン
ドを使用できる環境が整いました。
　今後も行政事務の効率化や高度化を図りながら、住民サービスの向上に努めるとともに、町民への情報提供が、
町民の自発的な地域活動への参加促進、さらには協働による町民の意思を反映した効率的な町政運営の前提と
なることから、町政についての各種情報の共有に努めます。
　また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の公布により、個人番号利
用のための体制やシステム改修等の整備が必要となります。

※ＬＡＮ
　１つの企業内・ビル内など限られた地域で、複数のコンピューターを通信回線で接続し、相互にデータを伝送・共同利用するネットワーク。ローカルエリ
　アネットワーク。構内通信網。
※オンラインシステム
　オンラインによって処理を行う方式。主に、遠隔地の端末から通信回線を通じてホストコンピューターやデータベースに接続し、データの入出力を行う。
※グループウェア
　グループによる共同作成を支援するためのソフトウエア。文書の共同作成、電子メールの機能のほか、プロジェクトの内容や構成員の会話を分析し、グル
　ープの意思決定を支援する機能を備えている。
※ＦＴＴＨ
　光ファイバーを利用した家庭用の高速データ通信サービス。

　地域の情報化を推進するためには、行政の情報化が不可欠となることから、行政情報の電子化・データベー
ス化による情報の共有化、行政事務の効率化を図るとともに、情報ネットワークへの対応力を高めるよう努め
ます。
　また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号利用により、
住民の利便性向上、住民負担の軽減、行政運営の効率化、行政コストの削減を目指します。

地域情報化の推進
行政情報化の推進情報化と情報提供の推進　

第
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施策の展開

  (1) 地域情報化の推進

　国・県等の情報通信関連施策を踏まえて、ネットワーク化を推進するとともに、情報の収集、提供によって、
町民の自発的な活動や参加を促進します。

  (2) 行政情報化の推進

　行政情報化の推進によって、住民の利便性向上、住民負担の軽減、行政運営の効率化、行政コストの削減や
情報公開など、情報化社会にふさわしい行政システムを推進します。
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第 3 部 第６章

・ 広域情報ネットワークの推進

・ 情報化による町民サービスの向上

・ 行政事務処理システムの拡充 ・ 整備

・ 行政情報の電子化 ・ データベース化の推進

・ セキュリティ対策による安全性 ・ 信頼性の確保

・ 情報化推進体制の整備
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157第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

現況と課題

基本方針

施策の展開

6-1-② 広報・広聴の充実

　本町では、広報はしかみの発行や、ホームページの公開により、行政の現状や施策の取り組み状況、催物など、
様々な行政情報を正確かつ迅速に町民にお知らせしています。
　一方、広聴活動としては、事業ごとに計画や実施段階において町民の参加・参画やアンケート調査の実施に
加え、平成 21 年度にはパブリックコメント制度を設け、広聴体制を充実させています。
　今後は、町民意識を的確に把握し、行政施策に町民の声を反映させていくため、双方向性のある広報・広聴
活動の推進が重要となります。

　町民の行政に対する関心を高め、協働によるまちづくりを進めるため、より多くの行政情報などを提供する
広報活動の積極的な展開に努めます。
　また、多様化する町民のニーズを的確に把握するための広聴活動を充実するとともに、情報化に対応した施
策にも取り組み、町民の声が行政施策に反映できる広報・広聴体制の確立に努めます。

広報活動の充実
広聴活動の充実広報 ・ 広聴の充実

主要事業

・ 広報 ・ 広聴手段の充実

・ 広報紙 ・ ホームページの充実

・ インターネット等の活用

・ パブリックコメントの推進
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  (1) 広報活動の充実

① 行政の課題などを掲載し、 まちづくりを考える紙面づくりに努めるとともに、 親しみやすく分か
りやすい広報紙づくりに努めます。

② ホームページを活用した広報活動を進めながら、 総合的な情報の提供に努めます。

  (2) 広聴活動の充実

　町民との協働による開かれた町政を実現するため、町の政策等を決定する際にはパブリックコメントを実施
し、町民のまちづくりへの参加を推進するとともに、行政運営の透明性の向上を図ります。

主要事業
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現況と課題

基本方針

施策の展開

6-1-③ 地域間交流の促進

　本町では、新しい地域社会の創造を目指し、環境美化運動や交通安全運動等を通じてコミュニティ意識を育
むとともに、年間行事やイベントを通じて、地域間交流を計画的に推進してきました。
　今後は、特色ある個性的なまちづくりを推進するため、地域住民同士の交流の活性化を図るとともに、それ
ぞれの地域が持つ資源の魅力を再確認しながら、コミュニティ形成と地域間交流を積極的に展開していく必要
があります。

　コミュニティ意識の啓発と既存施設の活用を推進するとともに、地域資源を生かしたまちづくりと地域間交
流を促進します。また、平成 25 年 5 月に階上岳・階上海岸が三陸復興国立公園指定となったことから、みち
のく潮風トレイルや巨木めぐりなど、町の魅力を生かしたまちづくりを推進します。

  (1) 町民レベルの交流活動の促進

① 町民が主体となった地域間交流を促進します。

② 農林漁業を通じた地域間交流の促進を図ります。

町民レベルの交流活動の推進地域間交流の促進

主要事業 ・ 地域資源を生かした地域間交流の促進
第
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159第 3 部 基本計画
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

現況と課題

基本方針

施策の展開

6-1-④ 国際交流の促進

　交通・情報通信手段の急速な進展に伴い、人・モノ・情報等の交流が活発になり、国際社会の進展が加速化し、
日常生活においても異文化に対する理解や国際感覚が求められています。
　こうした国際社会に対応するためには、町民一人ひとりが国際社会の一員として認識を持ち、町民レベルで
の国際化を進める必要があります。そのため、国際化に対応した人財育成の場や、町民と外国人との交流の場
を設け、必要に応じて情報提供等を行いながら、国際化に対応した魅力ある地域づくりを進めていく必要があ
ります。

　多様な国際交流活動を展開するため、既存施設を活用した交流拠点の形成を図りながら、各種サークルや団
体の活動を助成するとともに、国際化に対応した人財の育成に努め、外国人とのふれあいの充実を図りながら
地域の国際化を促進します。

・ 語学指導海外青年招致事業

・ 外国籍 ・ 帰国子女日本語指導事業

・ 国際交流活動の推進

・ 外国人と共に生きるまちづくり

国際化に対応した人づくり、 地域づくり
町民参加型の国際交流の推進国際交流の促進
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  (1) 国際化に対応した人づくり、 地域づくり

① 国際化に対応した人財の育成に努めるとともに、 地域における町民と外国人とのふれあいの
充実等により地域の国際化を図ります。

② 学校教育や生涯学習の場における学習活動を通して、 国際的な問題や異文化に対する理解
を促進するため、 語学指導外国青年招致事業を拡充し、 小学校期からの実践的英語に触れ
る機会を支援します。

  (2) 町民参加型の国際交流の推進

　町民レベルでの国際交流団体の活動支援及び関係団体・機関との連携の充実に努めます。

主要事業
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第２節

現況と課題

基本方針

施策の展開

6-2-① 女性の社会参加の促進

男女共同参画社会づくりの推進

　これまで女性が担当してきた家庭や地域における役割分担を見直していくことや、学校教育や社会教育にお
いて男女平等教育を推進し、男女平等意識の啓発に努めることが必要となっています。
　また、職場において女性が働きやすい労働条件や環境が整備されるよう、積極的な普及、啓発活動が求めら
れているほか、女性自身の意識改革も必要となってきます。
　さらに、家庭における女性の負担を軽減するための福祉対策の充実や政策決定の場への参画などを推進する
ことも重要な課題となっています。

　これまで主に女性が担ってきた家事、育児、介護などの支援に努めます。また、男女平等教育の推進、就業
機会の拡大、政策の決定の場への参画などを推進し、あらゆる分野において女性の社会参加を促進するとともに、
男女共同参画社会の実現に向けた意識の啓発を図ります。

  (1) 男女平等意識の高揚

① 指導者等が言葉や態度 ・ 教材などに含まれる性差別を見抜き改める力を高めることによって、
男女平等についての指導内容 ・ 方法の充実に努めます。

② 男女共同参画週間、 人権週間等あらゆる機会を通じて啓発活動に努めます。

③ 固定的な性別役割分担意識の解消をし、 様々な場におけるあらゆる人々への教育学習を提供
することで男女平等意識の高揚を図ります。

  (2) 男女共同参画社会の推進

① 社会教育において男女平等教育を推進し、 意識の啓発に努めます。

② 女性の視点を政策や方針決定過程に反映させるため、 各種審議会等への女性の参画の促進
を図ります。

③ 研修等を通し、 地域のリーダーとなる女性の人財養成に努めます。

男女平等意識の高揚
男女共同参画社会の推進

共同参画の環境整備
女性の社会参加の促進
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H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
男女共同参画社会づくりの推進

・ 男女平等教育の推進

・ 女性の審議会等への参画推進

・ 女性の意思決定機関への参画推進

・ 就労における男女平等の啓発

第
６
章 

　 

町
民
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

  (3) 共同参画の環境整備

① 家庭生活における女性の負担を軽減するため、 関係団体等と連携し、 仕事と生活の調和 ( ワ
ークライフバランス ) の推進に努めます。

② 女性が働きやすい職場環境づくりを進めるための普及、 啓発活動に努めます。

主要事業
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第 3 部 第１章
H A S H I K A M I  2 1 - P L A N162

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

3第3部 第7章

第1節 町民に開かれた行財政の推進
① 行政運営の充実
② 広域的な連携
③ 健全な財政運営の推進

HASHIKAMI 21-PLAN

開かれた行財政づくり

第 3 部 第７章162 H A S H I K A M I  2 1 - P L A N
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第１節

現況と課題

基本方針

基本方針

7-1-① 行政運営の充実

町民に開かれた行財政の推進

　本町では、新しい地方自治の時代に柔軟かつ弾力的に対応できる行政運営を図るため、行政サービスの維持
や住民満足度の向上に努めながら、第 4 次階上町行財政改革大綱に基づき、事務事業の見直しや組織機構の検証、
定員管理及び給与の適正化など、コスト削減による財政健全化に取り組んできました。
　今後も、多様化する行政のニーズに対応するため、サービスの受益者である町民の視点と経営的な視点に立
って、計画、執行、評価の各段階を通じて、時代に即応した新しい行財政システムを確立していく必要があり
ます。

　社会経済情勢の変化や多様化する行政のニーズに対応するとともに、常に行財政改革に取り組んでいきます。
また、施策や事業の実施にあたっては、その位置付けや行政の役割と重点化を明確にし、費用対効果を十分に
検証し、コスト意識を持った実効性の高い行財政運営（経営）の確立に努めます。

行政運営 ( 経営 ) の効率化
 行政運営 ( 経営 ) の意識改革行政運営の充実
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  (1) 行政運営 ( 経営 ) の効率化

① 町行政を取り巻く環境変化を踏まえ、 行政の公平性 ・ 透明性を確保し、 町民の視点に立った
質の高い行政サービスの提供を目指し、 継続して行政改革に取り組みます。

② 常に事務事業の見直しを行い、 歳出全般の効率化と新たな収入確保に向けた取り組みに努め
ます。

③ 常に組織 ・ 機構の見直しを行い、 時代に相応した行政づくりに努めます。

④ 行政のニーズを考慮した職員配置を図り、 定員管理の適正化を推進します。

⑤ 地区まちづくり計画などを通じて、 町民の適切な意向を尊重し、 行政運営 ( 経営 ) の効率化
を図ります。

  (2) 行政運営 ( 経営 ) の意識改革

① 時代の変化に対応できる人財を育成するため、 職員の意識改革と資質の向上を図ります。

② 人材育成基本方針に基づき組織の視点と職員の視点との調和を図りながら、 実効性と継続性
の高い職員の能力育成と技術継承を図ります。
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・ 行財政改革の推進

・ 行政組織機構の検証

・ 業務の民間委託の推進（ 指定管理者制度の検討含む）

・ 職員の能力開発、 資質向上及び人財の育成

主要事業
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現況と課題

基本方針

7-1-② 広域的な連携

　現在、本町を含む 1 市 6 町 1 村で構成する地域では、昭和 46 年に八戸地域広域市町村圏事務組合
を設立し、広域市町村圏計画を策定し、消防・救急、ごみ処理、上水道等の住民生活に密接な事務を
広域で進めてきました。今後も、これまでの取り組みをさらに推進するとともに、増大する広域的な
課題に対応していくため、関係市町村との連携を強化し、各分野において定住に向けた施策を展開し
ていく必要があります。

　八戸・久慈自動車道は、三陸沿岸を縦断して東北自動車道に結節し、青森県南地域と岩手県北部間
との産業経済、文化等の交流促進や三陸沿岸の観光開発等を図る上で大きな役割を果たすと期待され
ています。本町ではこれまでも、八戸・久慈自動車道を最重要路線と位置付け、整備の推進を図って
きましたが、東日本大震災以降その役割はますます大きいものとなっているため、早期完成を図る必
要があります。

　町民生活の広域化を踏まえ、行政運営の効率化・合理化と広域的な課題への対応を図るため、広域
圏域の定住自立圏構想を軸として、近隣市町村との連携を強化し、広域行政の推進に努めます。

　八戸・久慈自動車道の早期完成のための要望活動を行います。
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(1)

(1)

(2)

(2)

広域行政の推進
 広域的自動車道等早期完成の要望広域的な連携



H A S H I K A M I  2 1 - P L A N166

H A S H I K A M I  2 1 - P L A N

第 3 部 第７章

施策の展開

主要事業

・ 八戸圏域定住自立圏構想の推進

・ ふるさと市町村圏計画等の広域計画の推進

・ 広域的自動車道等整備促進の要望

  (1) 広域行政の推進

① 事務組合による共同処理の充実を図るとともに、 定住自立圏形成協定により、 関係市町村間 
の連携を強化し、 役割分担しながら、 広域的な行政課題への取り組みを推進します。

② 地方分権の動向などをみながら、 新たな広域行政についての研究 ・ 検討を進めます。

  (2) 広域的自動車道等早期完成の要望

　八戸・久慈自動車道の早期完成のため、広域的に連携を図り、要望活動を進めます。
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現況と課題

基本方針

7-1-③ 健全な財政運営の推進

　行財政改革に取り組みながら、自主財源の確保に努めるとともに、地方分権社会に即した財政運営を目指し、
将来の世代に対する負担の軽減を図り、町の財政状況を分かりやすく町民に公表するなど、町民と相互理解の
上で健全な財政運営に努めます。

財源の確保
地方分権社会に即した財政運営

将来負担の軽減
財政状況の公表

健全な財政運営の推進

  (1) 財源の確保

　今後の行政運営には、町税等の自主財源の確保が重要な課題となります。今後は、より一層の収納体制の強
化を図るとともに、使用料・手数料の見直しや、町税以外の自主財源の発掘など、自主財源の確保に向けた取
り組みを行う必要があります。

  (2) 地方分権社会に即した財政運営

　第4次階上町行財政改革の実施により、事務事業の見直しや優先度をつけて事業を実施したことで、財源の
効率的運用につながりました。今後は、地方分権社会に即した財政運営を図り、町民主体のまちづくりを進め
るため、町民と行政が協働により地域力を高めていくとともに、経常経費の抑制と事務事業の見直しについて
も検討していく必要があります。
　また、国からは「公共施設等総合管理計画」の作成が要請されており、地域の実情に即した公共施設の総合的・
効率的な管理を行う必要があります。

  (3) 将来負担の軽減

　本町の 1 年間の借り入れ返済額は平成 25 年度で約 9 億 8 千万円となっており、町の予算の約 15％を占めている
状況です。今後は、この硬直化した財政運営の改善を図るため、借金（地方債）残高を減らしていく対策が必要です。

  (4) 財政状況の公表

　町民と行政が相互に理解し合いながらまちづくりを進め、相互の共通認識を高めるために、分かりやすい町
の財政状況の公表について検討する必要があります。
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施策の展開

・ 自主財源の確保

・ 事務事業見直し ・ 経常経費の抑制

・ 総合振興計画行動計画書による健全な財政運営の促進

・ 公共施設等総合管理計画による効率的な財政運営の促進

・ 借金残高の抑制

・ 財政状況の公表
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主要事業

  (1) 財源の確保

① 町税については、 課税客体の的確な把握と適切な滞納整理の推進、 さらには収納体制の強
化などにより、 その確保に努めます。 また、 使用料 ・ 手数料の見直しにより、 受益者負担の
適正化と財源の確保に努めます。

② ホームページ及び封筒への広告掲載などによる新たな財源の発掘に努めます。

  (2) 地方分権社会に即した財政運営

① 行財政改革の推進により、 更なる事務事業の見直し、 経常経費の抑制に努めます。

② 総合振興計画行動計画 ( ローリング ) により、 事業の重要度、 優先度、 効果等を勘案し、 限
られた財源の効率的配分に努めます。

③ 町民と行政の協働により地域力を高めていくよう、 町民の意思を反映できる財源の運用に努
めます。

④  「公共施設等総合管理計画」 を作成し、 統廃合も含めた公共施設の総合的 ・ 効率的な管理に
努め、 財源の効率的運用に努めます。

  (3) 将来負担の軽減

　後年度の財政運営に大きな影響を及ぼす借金を減らすため、地方債の発行を抑制し、次世代の将来的な負担
の軽減に努めます。

  (4) 財政状況の公表

　町民と行政が相互に理解し合い、まちづくりを展開していくため、分かりやすい町の財政状況の公表に努め
ます。


